
1 農業農村整備事業（公共）
【２６２，７３３（２１２，９３９）百万円】

対策のポイント
老朽化した農業水利施設の長寿命化・耐震化対策や担い手の農地集積の加

速化、農業の高付加価値化等のための水田の大区画化・汎用化や畑地かんが
い等の整備を推進します。

＜背景／課題＞
や、 に対・基幹的な農業水利施設の老朽化の進行 集中豪雨・地震等の自然災害の激甚化

応した を強化して推進することが必要です。防災・減災対策
・ 、 のためには、狭小・不整形の農地の農業の生産性向上 担い手への農地集積の加速化

、 等を推進する必要があります。大区画化や汎用化 畑地かんがい

政策目標
○基幹水利施設の機能診断済みの割合

（約４割（22年度）→約７割（28年度 ））
○国営造成施設における重要構造物の耐震設計・照査の実施率

（約２割（23年度）→約６割（28年度 ））
○基盤整備実施地区における担い手への農地集積率 約８割以上（28年度）

＜主な内容＞
１．農業水利施設の長寿命化対策等

老朽化した農業水利施設の機能診断や補修・更新、集中豪雨による農村地域の湛水
防止対策等を実施します。

国営かんがい排水事業 １１６，７９８（１１６，１５９）百万円の内数
国営総合農地防災事業 １６，７４３（１６，７４３）百万円の内数
水資源機構かんがい排水事業 ５，６６７（５，４８７）百万円の内数
地すべり対策事業 ２，８８０（２，８７９）百万円

国庫負担率・補助率：２／３、１／２等
事業実施主体：国、都道府県等

２．農業水利施設等の耐震対策
基幹的な農業水利施設やため池等についての耐震診断やハザードマップの作成、耐

震化工事等を実施します。
国営かんがい排水事業 １１６，７９８（１１６，１５９）百万円の内数
国営総合農地防災事業 １６，７４３（１６，７４３）百万円の内数
震災対策農業水利施設整備事業 ７，０００（２，３８２）百万円

国庫負担率・補助率：２／３、１／２等
事業実施主体：国、都道府県等

３．農業の基盤強化対策
担い手への農地集積の加速化や農業の高付加価値化等を図る水田の大区画化・汎用

化や畑地かんがい、用水路のパイプライン化等を実施します。
国営かんがい排水事業 １１６，７９８（１１６，１５９）百万円の内数
国営農地再編整備事業 １３，９６０（８，６４６）百万円
農業競争力強化基盤整備事業 ３２，４１７（－）百万円
農業基盤整備促進事業 ２２，０００（－）百万円
農業水利施設保全合理化事業 ４，４０９（－）百万円

国庫負担率・補助率：２／３、１／２等
事業実施主体：国、都道府県等

〔お問い合わせ先：農村振興局設計課 （０３－３５０２－８６９５（直 〕））

［平成25年度予算の概要］



農家負担金軽減支援対策事業のうち

経営安定対策基盤整備緊急支援事業
【３，６０６(３，０６０）百万円】

対策のポイント
土地改良事業等の農家負担金の利子助成を行うことにより、農家負担金の

軽減を図り、農地の利用集積等を促進します。

＜背景／課題＞

・農産物の輸入の増加、農産物価格の低下等の影響による農家経営の圧迫により、農業

生産性の向上に資する土地改良事業の農家負担金の計画的な償還が困難な地域が生じて

おり、土地改良事業の円滑な推進の支障となっています。

・このため、土地改良事業等の円滑な推進を図るとともに、事業を契機とした担い手へ

の農地集積等に取り組む地域に対し、農家負担金の軽減対策を実施します。

政策目標

平成27年度までに対象地域の農地利用集積率を一定以上向上

＜主な内容＞

担い手への農地利用集積や面的集積に取り組む地域において、土地改良事業等の受

益者負担償還支援を充実することにより、国内農業の競争力強化を図り、食料供給力

の確保に資するため、担い手に対する一定以上の農用地利用集積等の要件を達成でき

ると見込まれる地域に対し、償還金の利子相当額を平成27年度まで助成します。

また、平成25年度より事業に取り組む地域に対して、農地利用集積や面的集積等の

要件を緩和する対策を行うことで、より対象地域を拡大して償還金助成を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 （０３－３５０２－６２７７（直））］

［平成25年度予算の概要］

＜関連事業＞

助成対象利子



２ 森林整備事業・治山事業（公共）
【１７９，６４２(１７４，８１９）百万円】

対策のポイント
・ 森林・林業の再生を図るとともに、森林吸収量の確保に向け間伐等の森

林施業や路網の整備を支援します。【森林整備事業】

・ 津波に強い海岸防災林の整備や集中豪雨等により被災した山地の防災力

の向上等を通じ、地域の安全・安心を確保します。【治山事業】

＜背景／課題＞

・我が国の森林資源を活かし、森林・林業を再生するとともに、森林吸収源対策の算入

上限値3.5％（平成25年から平成32年の平均）を確保するため、森林施業の集約化、

路網の整備、間伐等を推進する必要があります。

・九州北部豪雨等による山地災害が全国各地で発生しており、国民の生命・財産を守る

ため、治山対策等による国土強靱化対策を推進していく必要があります。

政策目標

○森林吸収量の確保に向けた間伐の実施（平成25年度から平成32

年度までの8年間の年平均：52万ヘクタール）

○周辺森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数を約5万2

千集落（平成20年度）から約5万6千集落（平成25年度）に増加

＜主な内容＞

１．森林整備事業 １１８，４９８（１１７，３２５）百万円

（１）集約化を進め、間伐やこれと一体となった丈夫で簡易な路網の整備等を推進し

ます。

森林環境保全直接支援事業 ２３，１９３（２８，８４６）百万円

林業専用道整備対策 １２，５２１（１０，７７７）百万円

国費率：１０／１０、１／２、３／１０等

事業実施主体：国、都道府県、市町村、森林所有者等

（２）所有者の自助努力によっては適正な整備が期待できない条件不利地等を対象と

して、公的主体による間伐等の森林整備を支援します。

環境林整備事業 ４，５００（４４７）百万円

水源林造成事業等 ２３，９５２（２３，３５２）百万円

国費率：１０／１０、３／１０等

事業実施主体：都道府県、市町村、（独）森林総合研究所等

［平成25年度予算の概要］



［平成25年度予算の概要］

（３）森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法を改正し、地方財政措置の特例

を継続するとともに、国から市町村に交付金を直接交付する現場の創意工夫が活

かせる柔軟な助成を引き続き実施します。

美しい森林づくり基盤整備交付金 １，０００（５１９）百万円

国費率：１／２

事業実施主体：市町村、森林所有者等

２．治山事業 ６１，１４４（５７，４９４）百万円

（１）山腹崩壊地等の緊急的かつ集中的な復旧整備を実施するとともに、災害の発生

を未然に防止するため、過密化等により国土保全機能が低下した森林の整備を強

化し、山地の防災力を向上させます。

また、山地災害の発生の危険性が高い地域の特定等を進め、効果的な治山対策

の実施につなげます。

復旧治山事業 ２３，４０６（２２，５８３）百万円

水源地域等保安林整備事業 ９，２９０（６，９３６）百万円

治山事業調査費 １７３（６５）百万円の内数

国費率：１０／１０、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

（２）東日本大震災による津波被害を教訓として、人工盛土や防潮堤の機能向上等に

より、津波に強い海岸防災林の整備を推進します。また、地域の地形条件等にあ

った林帯幅や樹種等の決定・整備手法を確立します。

防災林造成事業 ２，３２５（２，０６５）百万円

治山事業調査費 １７３（６５）百万円の内数

国費率：１０／１０、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

※治山事業には、東日本大震災復興特別会計への繰入れ分（津波対策144百万円）

を含む。

お問い合わせ先：

１の事業 林野庁整備課（０３－６７４４－２３０３（直））

２の事業 林野庁治山課（０３－６７４４－２３０８（直））



平成25年度概算決定内容 課題 

平成25年度林野公共事業の概算決定について 

結果 

効率的で安定
した木材生産
の確立 

災害に強い安
全で安心でき
る地域の創造 

地球温暖化 
防止への貢献 

森林・林業 
基本計画の 
着実な推進 

国土強靱化対策 

○ 森林吸収源対策の算
入上限値3.5％の確保
（2013－2020平均）や
「将来の枠組み」を見据
えた森林の整備・保全
等が必要 

地球温暖化防止対策 

森林・林業基本計画 

○ 森林・林業の再生の
実現に向けて、間伐等
の推進、路網整備の加
速化が必要 

震災復興対策 

○ 海岸防災林の復旧・再
生や震災の教訓を踏ま
えた全国防災対策の実
施が急務 

 

○ 集中豪雨等による崩壊
地等の復旧・整備による
災害に強い国土・地域づ
くりが急務 

震災からの 
復興再生 

 治山事業 ～山地防災力の向上や津波に強い海岸防災林の整備による国土強靱化対策の推進～ 

・  国有林と民有林の連携による森林整備を推進。 

○間伐等の推進 

・  集約化を進め、間伐やこれと一体となった丈夫で簡易な路網の整備等を推進します。 

・  国から市町村に交付金を直接交付し、現場の創意工夫が活かせる柔軟な助成を引き続

き実施します。 

○公的主体による森林整備の実施 

・  所有者の自助努力によっては適正な整備が期待できない条件不利地等を対象として、公

的主体による間伐等の森林整備を支援します。 

・   公的主体による間伐等の森林施業を実施するとともに、海岸防災林の復旧・再生や山腹崩

壊地の復旧整備を通じ、地域の安全・安心を確保。 

復旧・復興対策 

○津波に強い海岸防災林整備の推進 

・  人工盛土や防潮堤の機能向上等により、津波に強い海岸防災林の整備を推進。また、地

域の地形条件等にあった林帯幅や樹種等の決定・整備手法を確立。 

 森林整備事業 ～地域の実情に応じた整備や森林吸収源対策の推進～ 

○山地防災力の向上 

・   山腹崩壊地等の緊急的かつ集中的な復旧整備を実施するとともに、災害の発生を未然

に防止するため、過密化等により機能が低下した森林の整備を強化し、山地の防災力を
向上。 

・  大規模山地災害の発生の危険性が高い地域の特定等を進め、効果的な治山対策を実
施。 

 森林環境保全直接支援事業 23,193（28,846）百万円等 

 環境林整備事業 4,500（447）百万円等 

  復旧治山事業 23,406（22,583）百万円等 

  防災林造成事業 2,325（2,065）百万円等 



３ 水産基盤整備事業（公共）
【 】７２，１４９（６９，０４８）百万円

対策のポイント
・ 自然災害に強く安全で安心に配慮した漁港の整備、老朽化対策を積極的
に推進します。

・ 流通拠点漁港における高度衛生管理対策など安全で安定した水産物の供
給体制の確立を推進します。

＜背景／課題＞
・国土強靱化 漁港施設の老朽化の進行や津波や地震等の大規模自然災害に資するため、

して推進することが必要です。に備えた漁港施設の防災・減災対策を強化
水産物流通の拠点となる漁港における高度衛生・ 攻めの農林水産業」に資するため、「

し、競争力の強化を図る管理対策、水産資源の安定確保を図るための漁場整備を推進
必要があります。

政策目標
○漁港･漁村の防災・減災対策の推進

（20％(21年度)→概ね65％（28年度 ））
○流通拠点漁港における高度に衛生管理される水産物の取扱量の

増加（29％（21年度）→概ね70％（28年度 ））
○水産環境整備による水産資源の生産力向上

（概ね11万トンの増産（28年度 ））

＜主な内容＞
１．大規模災害に備えた漁港施設の機能強化対策

４６，３４３（３４，１０４）百万円
防波堤高潮や波高増大、地震・津波に対する漁港及び背後集落の安全確保のため、

します。の嵩上げや岸壁の耐震化、老朽化した漁港施設の長寿命化・更新を推進

直轄漁港整備事業 ９，６０４（ ６，６５５）百万円
水産流通基盤整備事業 ６，５６６（ ９，３８６）百万円

水産物供給基盤機能保全事業 １０，０２５（ ６，４０５）百万円
漁港施設機能強化事業 ７，３３９（ １，３４８）百万円
水産生産基盤整備事業 １２，７２６（１０，２９２）百万円

国費率：10/10（うち漁港管理者2/10等 、1/2等）
事業実施主体：国、地方公共団体等

※水産基盤整備事業には、東日本大震災復興特別会計への繰入れ分（津波対策2,410百
万円）を含む。

２．安全で安定した水産物供給を図るための高度衛生管理対策
２４，５４５（３３，６３４）百万円

流通拠点漁港において 高度衛生管理型、安全・安心な水産物の安定供給を図るため
また、食料安定供給のための社会インフラ事業としての漁施設の整備を推進します。

場整備を実施します。

直轄漁港漁場整備事業 ４，３９９（ ６，４３７）百万円
水産流通基盤整備事業 ５，２５０（ ６，２５７）百万円

水産環境整備事業 ９，３５７（１０，４４０）百万円
水産生産基盤整備事業 ２，５４４（ ６，８６１）百万円

国費率：10/10（うち漁港管理者2/10等 、1/2等）
事業実施主体：国、地方公共団体等

［お問い合わせ先：水産庁計画課 （０３－３５０２－８４９１（直 ］））

［平成25年度予算の概要］



4 農山漁村地域整備交付金（公共）
【１１２,８２８（９，６１４）百万円】

対策のポイント
自治体が農山漁村地域ニーズにあった計画を自ら策定し、地域の自主性と

創意工夫による農山漁村地域の整備を推進します。

＜背景／課題＞

・農山漁村地域において、地震・津波対策はもとより、集中豪雨等の頻発化・激甚化に

対応した することが必要です。防災・減災対策を総合的に推進

・また、農山漁村地域の活性化を図るため、競争力強化につながる農林水産業の基盤整

備を進めることが重要です。

・このため、都道府県の裁量により事業を実施することが可能な交付金を措置すること

により、 を図ります。農山漁村地域の防災力の向上、農林水産業の基盤整備の推進

政策目標

○基盤整備実施地区の対象農地の耕地利用率108％以上（27年度）

○森林吸収量3.5％の確保等に必要な路網の整備等

○海岸堤防等の整備率 66％（28年度）

＜主な内容＞

１．都道府県又は市町村は、農山漁村地域整備の目標等を記載した農山漁村地域整備計

画を策定し、これに基づき事業を実施します。

２．農業農村、森林、水産の各分野において、以下の整備のうち、農山漁村地域の防災

力の向上、競争力強化につながる農林水産業の基盤整備による地域の活性化に寄与度

の大きい事業を選択することが出来ます。

また、これと一体となって事業効果を高めるために必要な効果促進事業を実施する

ことができます。

農業農村分野：農用地整備、農業用用排水施設整備等

森 林 分 野：予防治山、路網整備等

水 産 分 野：漁港漁場整備、海岸保全施設整備等

３．国から都道府県に交付金を交付し、都道府県は自らの裁量により地区毎に配分でき

ます。また、都道府県の裁量で地区間の融通が可能です。

（水産分野の一部事業については、市町村への直接交付も可能 ）。

※農山漁村地域整備交付金には、東日本大震災復興特別会計への繰入れ分（津波対策

617百万円）を含む。

お問い合わせ先：

農業農村分野に関すること 農村振興局農村整備官（03-6744-2200（直 ））

森林分野に関すること 林野庁計画課 （03-3501-3842（直 ））

水産分野に関すること 水産庁防災漁村課 （03-3502-5304（直 ））

［平成25年度予算の概要］



５ 強い農業づくり交付金
【２４，４２２（２，０９３）百万円】

対策のポイント
国内農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必

要な共同利用施設の整備等を支援します。

＜背景／課題＞

・農業所得の大幅な減少、農業従事者の高齢化等、我が国農業の危機的状況を打破し、

消費者・実需者ニーズを踏まえた国産農畜産物の安定的供給体制の構築が喫緊の課題

です。

・これらの課題の解決に向けた取組の推進に必要となる共同利用施設の整備等の支援が

必要です。

政策目標
○パン・中華めん用小麦品種の作付シェア増大
（７％（20年度）→19％（32年度））
○１中央卸売市場当たりの20年度における取扱金額（557億円)を

26年度まで維持 等

＜主な内容＞

１．食料供給力の強化と生産の持続性の確保
産地における加工・業務用需要への対応等による販売量の拡大、高付加価値化等

による販売価格の向上、生産・流通コストの低減に向けた取組に必要な共同利用施

設の整備、畜舎等の経営資源の有効活用等を支援します。

２．安全で効率的な流通システムの確立
中央卸売市場における低温卸売場などの施設の整備や卸・仲卸業者等が組織する

事業協同組合等による市場活性化のための施設の整備等を支援します。

交付率：都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体、事業協同組合等

お問い合わせ先：

１の事業 生産局総務課生産推進室 （０３－３５０２－５９４５（直））

２の事業 食料産業局食品製造卸売課（０３－６７４４－２０５９（直））

［平成25年度予算の概要］



強い農業づくり交付金
平成２５年度概算決定額：２４，４２２百万円

国内農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必要
な共同利用施設の整備等を支援します

平成 ５年度概算決定額 ， 百万円

な共同利用施設の整備等を支援します。

補助対象：
① 共同利用施設等整備① 共同利用施設等整備
乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設、農産物
処理加工施設、家畜市場、畜産物処理加
工施設、小規模土地基盤整備、飼料作物
作付条件整備 等

国

＜事業の流れ＞

作付条件整備 等

② 卸売市場施設整備
売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、
搬送施設 衛生施設 情報処理施設 等

③一括
配分

②集約
し要望

カントリーエレベーター

搬送施設、衛生施設、情報処理施設 等

交付率：
都道府県への交付率は定額
（事業実施主体へは事業費の1/2以内等）

都道府県

④事業共同利用畜舎
（事業実施主体へは事業費の1/2以内等）

事業実施主体：
都道府県、市町村、農業者団体等

農業者の組織する

④
採択

①県が
把握

交付先：
国 ⇒ 都道府県

農業者の組織する
団体 等

低温卸売市場



６ 森林・林業再生基盤づくり交付金[新規]
【１，６１２（－）百万円】

対策のポイント
地域の自主性・裁量を尊重しつつ、森林の整備・保全の推進、林業・木材

産業の健全な発展と木材利用の推進を図るため、高性能林業機械や木造公共
建築物の整備等に必要な経費について支援を行います。

＜背景／課題＞
・我が国の森林資源が、利用可能な段階に入る中で、国産材の利用拡大を通じた林業・
木材産業の振興、活性化を図るためには、持続的な森林経営の確立と木材の安定供給
体制を構築することが必要です。

・このため、「森林・林業基本計画」に基づき、木材生産の低コストで効率的な作業シ
ステムの整備、効率的な木材加工・流通体制の整備等を図る必要があります。

・また、地域資源を活用した新たな産業の創出により地域の活性化を図るとともに、公
共建築物等木材利用促進法の実効性を高めるため、地域材の活用を促進する必要があ
ります。

・このほか、森林資源を保護するため、森林病害虫等の被害及び林野火災の防止、山地
防災体制の強化や林業労働災害撲滅に向けた取組が必要です。

政策目標
○高性能林業機械を使用した素材生産量の割合の向上
（４割（21年度）→６割（27年度））
○公共建築物の木造率の向上（8.3％(22年度)→24％(27年度)）

＜主な内容＞

１．再生基盤の整備等
以下のメニューについて都道府県に対し一体的に支援します。
① 高性能林業機械等の整備
② 森林づくり活動基盤の整備（実習林等フィールド整備等）
③ 特用林産振興施設等の整備
④ 木材加工流通施設等の整備
⑤ 木造公共建築物等の整備
⑥ 木質バイオマス利用促進施設の整備

⑦ 山地防災情報の周知（山地防災情報の共有体制整備等）
⑧ 森林資源の保護（森林病害虫防除、野生鳥獣被害防除等）
⑨ 林業担い手等の育成確保

補助率：１／２以内等

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

２．市町村広域連携支援
上記１の①～⑥の事業について、県域を越えて複数の事業主体が連携して実施する

取組に対して支援します。
補助率：１／２以内等

事業実施主体：市町村、民間団体

［お問い合わせ先：林野庁経営課（０３－３５０２－８０５５（直））］

［平成25年度予算の概要］



●木材加工流通施設等の整備 ●木質ﾊﾞｲｵﾏｽ利用促進施設の整備 
  （熱供給施設等） 

 

     森林・林業の再生に向け、効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを目的として、必要な施設・  
機械の整備等を支援します。 

森林・林業再生基盤づくり交付金（新規） 【１，６１２百万円】 
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●木造公共建築物等の整備 

●高性能林業機械等の整備 ●森林づくり活動基盤の整備 ●特用林産振興施設等の整備 

◆森林資源の保護 ◆林業担い手等の育成確保 

◆山地防災情報の周知 

○ 効率的な森林整備の推進 

  森林の多様な利用・緑化の推進 

 

○ 木材加工・流通体制の整備 

 

○ 地域材の利用促進 

【ソフト事業】 

【ハード事業】 

ほだ場の造成 

木材処理加工施設 

森林学習歩道 

木質内装化 公共施設 

防護ネットの設置 安全指導 

小中学校と連携した防災講座 

○市町村広域連携支援 

※県境を越えて、複数の事業主体が
連携して実施する施設整備等を支援
します。 

木質バイオマスボイラー 

ハーベスタ 



７ 強い水産業づくり交付金
【６，１３８（４，４７５）百万円】

対策のポイント
産地における水産業の強化や漁港・漁村における防災・減災対策の取組を

支援します。

＜背景／課題＞

産地における水産業の強・水産物の安定供給の確保と水産業・漁村の発展のためには、

、 。化の取組を推進 防災・減災の観点から全国的なインフラ整備を見直すことし が重要です

・このため、 を図ることや、漁漁業者が定住できる漁村の形成、漁業者の所得の向上等

港・漁村において 、 に資する取組を推進する必要災害の未然防止 災害時の応急対応等

があります。

政策目標
○産地協議会による産地水産業強化計画の策定数
（74計画（23年度）→224計画（26年度 ））
○漁村の人口に対し、避難施設が確保されている人口の割合を５
％以上増加（55％（24年度）→60％以上（28年度 ））

＜主な内容＞

１．産地における水産業強化の取組に対する支援
３，２５０（３，２５０）百万円

所得の向上、（１）漁村において、協議会が策定する「産地水産業強化計画」に基づき、

に対して支援します。地先資源の増大等に資する取組

（２ （１）の計画実現のために必要となる について支援します。） 施設の整備

（３）産地における水産業強化の取組を一層推進するため、漁村共通の課題を調査・検討

し、 を支援します。成果を全国に普及する活動等

交付率： １）定額（1/2以内 （２）定額（1/3、4/10、1/2、5.5/10、（ ）、

2/3以内 （３）定額（10/10)）、

事業実施主体： １）産地協議会 （２）市町村、水産業協同組合、民間団体等、（ 、

（３）民間団体

２．漁港・漁村における防災・減災対策に対する支援
２，５７７（９１４）百万円

災害の未然防止 被害の拡大防止 被災時漁港や漁村において、地震や津波による 、 、

を図る際に必要となる施設整備等を支援します。の応急対策

交付率：定額（1/2、5.5/10、2/3以内）

事業実施主体：都道府県、市町村、水産業協同組合等

〔 （ （ ））〕お問い合わせ先：水産庁防災漁村課 ０３－６７４４－２３９１ 直

［平成25年度予算の概要］



強い水産業づくり交付金 
１．産地水産業強化支援事業 ２．漁港防災対策支援事業 

漁村における防災・減災対策の推進 産地における水産業の強化 

産地協議会 
（漁業者団体・市町村等） 

津波・地震への 
新たな備え 

従来の 
防災対策 

震災の教訓を踏
まえた最善の防
災力の確保 

「減災」を基本とす
るソフト対策の 

重視 

産地における
水産業強化の
取組を効率的
に推進するた
めの指導・助
言等 

漁業者の所得向上、漁業が存続できる漁村の形成 

水産業の健全な発展と水産物の安定供給の確保 

（ソフト事業） 
検討会、マーケティング、技術講習
会等 
【交付率：定額（1/2以内）】 
 （ハード事業） 
加工処理施設、荷捌き施設、冷凍
冷蔵庫、給油施設等 
【交付率：定額（1/3、4/10、1/2、
5.5/10、2/3以内）】 
 

所得の向上、地先資源の増大等による産地における水産業
の強化計画 

産地水産業強化計画 

災害に強い漁村づくり 

平成２５年度概算決定額 
６，１３８（４，４７５）百万円 

（ハード事業） 【交付率：定額（1/2、5.5/10、2/3）】 
 
 
 
 
 
 
 
（ソフト事業）  【交付率：定額（1/2）】 

津波漂流物防止柵 防災無線 

避難マニュアルの作成 

津波避難施設 

ハザードマップの作成 

対象事例 

対象事例 



８ 経営体育成支援事業

【４，６６３（６，３４６）百万円】

対策のポイント

地域の中心経営体等（重大な気象災害による被災農業者を含む。）に対し農

業用機械等の導入を支援します。

＜背景／課題＞

農業の持続的発展を確保しつつ、国民への食料の安定供給を図っていくためには、人

・農地プランに位置付けられた中心経営体等の経営発展を支援していくことが重要で

す。

政策目標

人・農地プランに位置付けられた中心経営体等の育成

＜主な内容＞

本事業は、都道府県や市町村が人・農地プランの状況等を踏まえて予算を配分する間

接補助方式で実施します。

１．融資主体補助型

中心経営体等（重大な気象災害による被災農業者を含む。）が融資等を受け、農業

用機械等を導入する際、融資残について補助金を交付することにより、主体的な経営

展開を支援します。その際、過去に融資により顕著な経営改善の効果のあった者に対

しては、優先的に配分されるように措置します。

併せて、融資の円滑化等を図るため、農業信用基金協会への補助金の積増による金

融機関への債務保証（経営体の信用保証）の拡大を支援します。

補助率：融資残額（３／10上限）、定額

事業実施主体：市町村

２．条件不利地域補助型

経営規模が小規模・零細な地域において意欲ある経営体を育成するため、共同利用

機械等の導入を支援します。

補助率：１／２以内（4,000万円上限）

事業実施主体：市町村

［お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－６７４４－２１４８（直））］

［平成25年度予算の概要］



9 特殊自然災害対策施設緊急整備事業
【１０ 】０（－）百万円

対策のポイント
火山の噴火により著しい被害を受けるおそれがある地域を対象として、農作物等

ます。への災害予防のために必要な施設整備等を緊急的・集中的に実施し

＜背景／課題＞

・我が国は国内に110の活火山を有する です。世界有数の火山国

活動火山の急激な活発化に伴う降灰等により農作物等への・近年、新燃岳や桜島などの

しています。被害が増加

必要な施設・このため、火山の噴火に伴う農作物等への被害を防除・最小化するために

し、 します。整備等を緊急的・集中的に実施 災害に強い農村づくりを推進

政策目標

湛水被害、津波・高潮被害等の災害が発生するおそれのある農

地の減少

＜主な内容＞

火山の噴火により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域を対象

、 、として に対する助成被害を防除・最小化するために必要となる洗浄用機械施設等の整備

災害に強い農村づくりをその他関連して行う基盤整備等に対する助成を行うことにより、

します。推進

補助率：１／２以内

事業実施主体：市町村または農業者が組織する団体等

［お問い合わせ先：農村振興局防災課 （０３－３５０２－６４３０（直））］

［平成25年度予算の概要］
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10 多面的機能・担い手調査

【１，５７２（－）百万円】

対策のポイント

農業の多面的機能を評価した「日本型直接支払い」及び新たな経営所得安定

制度を中心とする「担い手総合支援」の制度設計に向けた調査を行います。

＜背景／課題＞

国土保全や集落機能の維持など極めて・農業が果たしている役割は、食料生産のみならず

です。多面的

・夢と希望と誇りを持てる農業を実現するため、地域の自主的な努力を踏まえ、コメに加

えて麦・大豆、畜産、野菜・果樹など複合的に取り組む農家や法人、集落営農など地域

の があります。実情に応じた多様な担い手の経営全体を支えていく必要

政策目標

農業の多面的機能の維持・向上に向けた直接支払い及び担い手総合支援の

具体化

＜主な内容＞

農業の多面的機能を評価した「日本型直接支払い」及び新たな経営所得安定制度

を中心とする「担い手総合支援」の を行います。制度設計に向けた調査

・ 集落共同体等による資源保全・管理活動の把握・分析

・ 景観等の農村価値の向上を目指す特別な農業生産活動の把握・分析

・ 多面的機能の発揮に必要な作目別・地域別の農業生産活動の把握・分析

・ 直接支払い制度の設計に必要な基盤調査等

・ 経営所得安定制度等の検討に必要な農業経営に関するデータ収集等

委託費

委託先：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房政策課(０３－３５０２－８４４８(直))］

［平成25年度予算の概要］



11 中山間地域等直接支払交付金
【２８，４６３（２５，９１７）百万円】

対策のポイント
、高齢化により耕作放棄地の増加等が懸念されている中山間地域等において

農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するため、直接支払いを実

施します。

＜背景／課題＞

・中山間地域等直接支払制度については、高齢化に配慮した、より取り組みやすい制度

として見直した上で、第３期対策（平成22年度～平成26年度）として実施していると

ころです。

・平成23年度においては、約68万ha（対象農用地の約８割）の農用地で本制度に取り組

中山間地域等の農業・農村の多面的機能を維持し、耕作放棄んでいるところですが、

や集落機能の低下を防止するには、更に多くの集落等が本制度を活用し、継続的な農

があります。業生産活動に取り組んでいただく必要

政策目標

耕作放棄地の発生を防止し、中山間地域等の農用地7.7万haの減

少を防止（平成22年度～26年度）

＜主な内容＞

１．中山間地域等直接支払交付金 ２８，０９０（２５，５４４）百万円

中山間地域等において、地目や傾斜等の条件に応じた単価の交付金を、協定に基

づき農業生産活動を継続して行う農業者等に農用地面積に応じて交付します。

本制度の実施集落が、未実施集落等と連携して当該地域の活性化を担う人また、

します。材の確保等に向けた取組を行う場合に、交付額を加算

補助率：定額（田（急傾斜 ：21,000円/10a、畑（急傾斜 ：11,500円/10a 等）） ）

事業実施主体：地方公共団体

２．中山間地域等直接支払推進交付金 ３７３（３７３）百万円

都道府県及び市町村が行う直接支払いの適正かつ円滑な実施を確保します。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

［お問い合わせ先：農村振興局中山間地域振興課 （０３－３５０１－８３５９（直））］

［平成25年度予算の概要］



中山間地域等直接支払制度の内容（平成22～26年度）

【 対象地域 】
地域振興８法等指定地域及び知事が定める特認地域
地域振興８法等：特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法、

沖縄振興法、奄美群島法、小笠原諸島法及び東日本大震災復興特別区域法

【 対象農用地 】
基準に該当する農振農用地内の１ha以上の一団の農用地

中山間地域等直接支払制度の概要

【２８，４６３（２５，９１７）百万円】

中山間地域等の農業生産条件の不利を補正することにより、農用地を維
持し、多面的機能の確保を図るため、集落協定等に基づき耕作等を行う農
業者に交付金を交付

中山間直払
未実施集落

中山間直払
実施集落

【連携の働きかけ】

○集落間の連携による集落協定の締結

○当該地域の活性化を担う人材の受入
活動・体制整備

本制度に取り組んでいる集落が、
これまで取り組んでこなかった集落
等と連携しながら、当該地域の活性
化を担う人材の確保等に向けた取
組を行う場合に、交付額を加算

集落連携促進加算（H25拡充）

10m

0.5
m

水田：急傾斜（傾斜：1/20）

21,000円/10a

地目 区分
交付単価
円/10a

田
急傾斜 21,000

緩傾斜 8,000

畑
急傾斜 11,500

緩傾斜 3,500

10m

2.7
m

畑：急傾斜（傾斜：15°）

11,500円/10a

◎ 主な交付単価

◎ 平成23年度から、一部以下のように見直し。

（１） 地域振興８法地域内の農用地であって、傾斜地と同等の条件不利性が認められ
る特認農用地について、傾斜地と同等の条件で交付金を交付。

（２） 交付金の２分の１以上は農業者個人に支払うことを原則。
なお、交付金の使途は協定参加者の合意により決定されることから、これまでと同

様に地域の状況に応じた交付金の活用が可能。



12 農地・水保全管理支払交付金
【 】２８，１６３ （２４，６９５）百万円

対策のポイント
・地域共同による農地・農業用水等の資源の基礎的な保全管理活動や、施設
の長寿命化のための活動等に対して支援します。

・農地集積が進展していく中、農地・水の管理作業を集落で持続的に担うた

めの環境を整備する取組に対して追加的に支援します。

＜背景／課題＞
・ につい集落など地域の共同活動で支えられている農地・農業用水等の資源の保全管理

ては、農村地域の過疎化、高齢化等の進行に伴い、集落機能の低下、地域の共同活動
の脆弱化が懸念されています。

・更に、 するとともに、競争力ある「攻め農地周りの農業用用排水路等の老朽化が進行
農地集積の進展、土地持ち非農家の増加に伴いの農業」の実現に向けた、担い手への

されています。共同活動力の低下が懸念
・こうした状況を踏まえ、農村コミュニティの維持・活性化にも寄与する農地・水保全

取組を推進しつつ、農地・農業用水の管理作業を、集落で持続的に管理支払交付金の
があります。担うための環境を整備していく必要

政策目標
非農家等の多様な主体の参加による地域共同活動への参加者数：延べ1,000

万人・団体以上（H24～H28）

＜主な内容＞
１．地域共同による農地・農業用水等の資源の基礎的な保全管理活動への支援

１８，１６８（１７，４８７）百万円
水路の草刈り、泥上げ、農農地・農業用水等の資源について、地域共同で行う、

道の砂利補充などの農地、水路等の資源の日常の管理 水質保全、生態系保全なと、
します。どの農村環境の保全のための活動を支援

共同活動支援交付金
（注）補助率：定額

事業実施主体：地域協議会 等
（注）基本単価：都府県の水田4,400円/10a 等

継続地区の単価：基本単価の7.5割を上限

２．施設の長寿命化のための活動や高度な農地・水の保全活動等への支援
８，９７８（６，１７５）百万円

集落の手による農業用用排水路等の 、水利長寿命化の取組等を推進するとともに
水管理・畦畔管理の省力化等に資する集施設の自動化、カバープランツの植栽など

します。落の取組を追加的に支援
向上活動支援交付金

補助率：定額（単価：都府県の水田4,400円/10a、1,000円/10a・2,000円/10a等）
事業実施主体：農業者等の組織する団体 等

３．農地・水保全管理支払の推進 １，０１７（１，０３３）百万円
現場における事業の推進や履行農地・水保全管理支払の適切な実施等に向けて、

します。確認など、地方公共団体等による集落への支援体制を構築
農地・水保全管理支払推進交付金

補助率：定額
事業実施主体：地方公共団体、地域協議会

［ （ （ ））］お問い合わせ先：農村振興局農地資源課 ０３－６７４４－２４４７ 直

［平成25年度予算の概要］



農地・農業用水等の資源の保全管理をめぐる現状と課題

農地・水保全管理支払交付金

農地・水保全管理支払交付金

【２８，１６３（２４，６９５）百万円】

○ 地域共同による農地・農業用水等の資源の基礎的な保全管理活動や、施設の長
寿命化のための活動等に対して支援。

○ 農地・水の管理作業を集落で持続的に担うための環境を整備する取組に対して
追加的に支援。

○ 本対策は、全国２万組織、143万haで取り組まれ、農地・農業用施設等の保全や
地域環境の保全・向上、地域コミュニティの活性化などに効果を発揮。

○ 一方、担い手への農地集積の進展、土地持ち非農家の増加に伴う共同活動力の低
下が懸念。

・ 都道府県、市町村及び地域協議会による事業の円滑な推進

共同活動支援交付金
１８，１６８（１７，４８７）百万円

向上活動支援交付金
８，９７８（６，１７５）百万円

水路の泥上げ
（日常の管理）

農道脇への花の植裁
（農村環境の向上）

併せて

・ 多様な主体が参画し、市町村と
協定を締結した組織等が支援対象

・ 地域共同で行う農地・水路等の
資源の日常の管理と農村環境の保
全のための活動に対して支援

○ 基本単価：都府県の水田 4,400円/10a 等
○ 継続地区の単価：基本単価の7.5割を上限

・ 広域での取組を強化する活動組織等を支援 （単価：40万円/組織 等）

集落を支える体制の強化

農地・水保全管理支払推進交付金
１，０１７（１，０３３）百万円

ため池の点検
（日常の管理）

異常気象等後の
見回り・応急措置

・ 集落の手による農地周りの水路等
施設の長寿命化の取組に対して支援

（単価：都府県の水田 4,400円/10a 等）

・ 水管理・畦畔管理の省力化や地域
環境の保全等に資する高度な取組に
対し加算措置

単価：取組内容に応じ 1,000円/10a、
2,000円/10a 等

水路の補修
（施設の長寿命化）

砂利舗装をｱｽﾌｧﾙﾄ舗装へ
（施設の長寿命化）

カバープランツの植栽
（畦畔管理の省力化）

水田魚道の設置
（地域環境の保全）



13 環境保全型農業直接支援対策
【２，６４４（２，６４４）百万円】

対策のポイント
地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対して支援しま

す。

＜背景／課題＞
地球温暖・｢環境にやさしい｣農業については 「食料･農業･農村基本計画」に基づき、、

です。化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動の導入促進を図ることが必要
新たな取組の増加が図られる仕組みと・外部有識者による対策の検証検討会において、

なるよう、また、集団的な取組の推進等より効率的かつ効果的な仕組みとなるよう見
との方向性が示されています。直しを行っていくべき

政策目標
平成2 6年度までに、エコファーマー累積新規認定数を3 4万件、

有 機 Ｊ Ａ Ｓ 認 定 農 産 物 の 生 産 量 を 平 成 1 9 年 度 比 5 0 ％ 増

＜主な内容＞
環境保全型農業に対する支援（環境保全型農業直接支払制度）１．

２，４７０（２，４７０）百万円
農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで、

しま地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援
す （国の支援額：4,000円/10a以内、国と地方公共団体が１：１の負担割合で共同。
して支援）

具体的には、環境保全に効果の高い営農活動の取組を増やしていくため、以下の
見直しを行った上で支援します。

全国的な広がりを持った営農活動として取り組まれるよう、新たに堆肥の施○
るとともに、地域の実情に応じた取組を推用（注）を全国共通取組に位置づけ

進する観点から、支援対象取組を再整理します。
営農活動の実施に伴う追加的コストを精査の上、一部取組の支援単価を見直○
ます。し

国の支援額：有機農業のうちそば等雑穀、飼料作物：1,500円/10a
堆肥の施用（注 ：2,200円/10a）

（注）堆肥の施用とは 「炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用」を指す。、
※ 24年度に引き続き、地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、地域を限定して

設定する します。地域特認取組に対しても支援
環境保全型農業直接支払交付金

補助率：定額
事業実施主体：農業者等

２．環境保全型農業直接支払制度の円滑な推進 １４４（１４４）百万円
環境保全型農業直接支払制度の適正かつ円滑な実施に向けた地方公共団体等の支

援体制を整備します。
環境保全型農業直接支払推進交付金

補助率：定額
事業実施主体：地方公共団体等

３．環境保全型農業直接支払制度に係るシステムの整備 ３０（３０）百万円
より効率的・効果的な環境保全型農業直接支払制度としていくため、必要な電算

処理システムの改修を実施します。
環境保全型農業直接支払電算システム整備事業委託費

事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：生産局農業環境対策課（ ］０３－６７４４－０４９９（直））

［平成25年度予算の概要］



環境保全型農業直接支援対策

環境保全型農業直接支払交付金 【2,470（2,470）百万円】

環境保全型農業直接支払推進交付金 【144（144）百万円】

環境保全型農業直接支払電算システム整備事業委託費 【30（30）百万円】

◆ 農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで、地球温暖
化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援します。（国の支援
額：4,000円/10a以内、国と地方公共団体が１：１の負担割合で共同して支援）

◆ 具体的には、環境保全に効果の高い営農活動の取組を増やしていくため、以下の見直し
を行った上で支援します。

見直しの内容

◇ 全国的な広がりを持った営農活動として取り組まれるよう、新たに堆肥の施用（注）を
全国共通取組に位置づけるとともに、地域の実情に応じた取組を推進する観点から、支
援対象取組を再整理します。

◇ 営農活動の実施に伴う追加的コストを精査の上、一部取組の支援単価を見直します。

現 行

全国共通取組

地域特認取組

・カバークロップ
・有機農業
・冬期湛水管理
・リビングマルチ
・草生栽培

・堆肥の施用(注)
・バンカープランツ
・江の設置 等

見 直 し 後

・カバークロップ
・有機農業
・堆肥の施用(注)

・冬期湛水管理
・リビングマルチ
・草生栽培
・バンカープランツ
・江の設置 等

• 有機農業のうちそば等雑穀、飼料作物

【現行】国の支援額：4,000円/10a → 【見直し後】国の支援額：1,500円/10a

• 堆肥の施用（注）
【現行】国の支援額：2,500円/10a → 【見直し後】国の支援額：2,200円/10a

※ 24年度に引き続き、地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、地域を限定して設定する地域
特認取組に対しても支援します。

地域特認取組

全国共通取組

（注）堆肥の施用とは、「炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用」を指す。



14 経営所得安定対策

本対策は、25年産について、24年産の農業者戸別所得補償制度等と基本的に同じ枠組みで

実施しますが、26年産以降のあり方については、今後検討していくこととしています。

対策のポイント

販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象として、その差額を交付す

ることにより、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、麦・大豆等への

作付転換を促します。

＜背景/課題＞

・我が国の農業は、農業者の平均年齢が66歳と高齢化が急速に進み、この20年間で農業所得が

半減しています。

・穀物市場への国際投機資金の流入やバイオ燃料需要の急増、途上国の経済発展による需要増

大、世界各地の異常気象などにより、世界の穀物需給が逼迫していく中で、国内生産力を確

保することが重要となっています。

・安全で安心な国産農産物の安定供給のためにも、産業としての持続性を速やかに回復し、農

村の再生を図ることが急務です。

政策目標

麦・大豆等の作付面積を65万ha拡大（32年度）

＜主な内容＞

１ 畑作物の直接支払交付金（24年産の「畑作物の所得補償交付金」と同じ枠組み）

[所要額]２１２,３１９百万円

麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの生産数量目標に従って生産を行

う農業者に対して、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付金を直接交

付します。支払いは数量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払で交

付します。

(１) 交付対象者

対象作物ごとの生産数量目標に従って、販売目的で生産（耕作）する「販売農家」、「集

落営農」

(２) 対象作物

麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、

なたね

(３) 交付単価

① 数量払

食料の安定供給に向けて生産拡大を図る必要があることから、全算入生産費をベースに算

定した標準的な生産費と標準的な販売価格との差額分を単位重量当たりの単価で直接交付し

ます。

［平成25年度予算の概要］



○ 平均交付単価

小麦 6,360円／60㎏ てん菜 6,410円／ｔ

二条大麦 5,330円／50㎏ でん粉原料用ばれいしょ 11,600円／ｔ

六条大麦 5,510円／50㎏ そば 15,200円／45㎏

はだか麦 7,620円／60㎏ なたね 8,470円／60㎏

大豆 11,310円／60㎏

○ 品質加算

麦・大豆等の畑作物については、地域間、農業者間の品質の格差が大きいため、数

量払の交付単価において、品質に応じて単価の増減を行います。

＜小麦の品質区分と交付単価＞ （円／60kg）

品質区分 １等 ２等

（等級/ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

小麦 6,450 5,950 5,800 5,740 5,290 4,790 4,640 4,580

※ パン・中華麺用品種については、上記の単価に2,550円/60kgを加算。

＜大麦・はだか麦の品質区分と交付単価＞ （円／単位数量）

品質区分 １等 ２等

（等級/ランク） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

二条大麦（50㎏） 5,390 4,970 4,850 4,800 4,530 4,110 3,980 3,930

六条大麦（50㎏） 5,880 5,460 5,330 5,280 4,850 4,430 4,310 4,260

はだか麦（60㎏） 7,890 7,390 7,240 7,150 6,320 5,820 5,670 5,590

＜大豆の品質区分と交付単価＞ （円／60kg）

品質区分（等級） １等 ２等 ３等

一般大豆 12,170円 11,480円 10,800円

特定加工用大豆 10,120円

特定加工用：豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に

使用する大豆

＜てん菜の品質区分と交付単価＞ （円／ｔ）

品質区分（糖度） (▲0.1度ごと) 17.1度 (＋0.1度ごと)

てん菜 ▲62円 6,410円 ＋62円

＜でん粉原料用ばれいしょの品質区分と交付単価＞ （円／ｔ）

品質区分（でん粉含有率） (▲0.1％ごと) 18.0% (＋0.1％ごと)

でん粉原料用ばれいしょ ▲64円 11,600円 ＋64円

＜そばの品質区分と交付単価＞ （円／45kg）

品質区分（等級） １等 ２等 ３等 規格外・未検査

そば 16,870円 16,160円 15,360円 12,150円

［平成25年度予算の概要］



［平成25年度予算の概要］

＜なたねの品質区分と交付単価＞ （円／60kg）

キザキノナタネ
品質区分（品種） ナナシキブ その他の品種

キラリボシ

なたね 8,680円 7,940円

② 面積払（営農継続支払）

農地を農地として保全し、営農を継続するために必要な最低限の経費が賄える水準を

「営農継続支払」として、10a当たりの単価で直接交付します。

交付単価 ： 20,000円 ／ 10a （畑作物共通）

※ 面積払は、前年産の生産面積に基づいて支払います。前年産の生産面積のない者は数量

払による支払いとなります。

○ 数量払と面積払（営農継続支払）の関係

※ 交付金の支払いは、面積払を先に支払い、その後、対象作物の販売数量が明らかに

なった段階で数量払の額を確定し、先に支払われた面積払の金額を差し引いた額を追

加で支払う仕組みです。

２ 水田活用の直接支払交付金（24年産の「水田活用の所得補償交付金」と同じ枠組み）

２５１,７１４百万円

水田で麦、大豆、米粉用米、飼料用米等を生産する農業者に対して、主食用米並みの所得

を確保し得る水準の交付金を面積払で直接交付します。

(１) 交付対象者

販売目的で対象作物を生産（耕作）する「販売農家」、「集落営農」

(２) 交付単価

① 戦略作物助成

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 35,000円／10a

米粉用米、飼料用米、ＷＣＳ用稲 80,000円／10a

そば、なたね、加工用米 20,000円／10a

面積払（営農継続支払）

平均単収

数量払

交付額

収量



［平成25年度予算の概要］

② 二毛作助成 15,000円／10a

水田における主食用米と戦略作物助成の対象作物、又は戦略作物助成の対象作物同士

の組み合わせによる二毛作に対して交付します。

③ 耕畜連携助成 13,000円／10a

耕畜連携の取組（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環）を行う農業者に対して

交付します。

(３) 産地資金

地域の実情に即して、①水田における麦・大豆等の戦略作物助成の対象作物の生産性向

上等の取組、②地域振興作物や備蓄米の生産の取組等を支援します。

この資金の活用に当たっては、都道府県の判断で畑地で生産される畑作物の直接支払交

付金の対象作物及び休閑緑肥を対象とすることも可能とします。

３ 米の直接支払交付金（24年産の「米の所得補償交付金」と同じ枠組み）

１６１，２５０百万円

米の生産数量目標に従って生産を行う農業者に対して、標準的な生産費と標準的な販売価

格の差額分に相当する交付金を直接交付します。

(１) 交付対象者

米の生産数量目標に従って、販売目的で生産（耕作）する「販売農家」、「集落営農」

(２) 交付単価

米の生産を抑制し、麦、大豆等への転作を進める観点から、標準的な生産費を｢経営費＋家族

労働費の８割｣として、標準的な販売価格との差額分を10a当たりの単価(全国一律)で直接

交付します。交付対象面積は、主食用米の作付面積から一律10a控除して算定します。

交付単価 ： 15,000円 ／ 10a

４ 米価変動補塡交付金 ８，４００百万円

24年度に米の所得補償交付金の交付を受けた「販売農家」、「集落営農」に対して、｢24年産の

販売価格｣が｢標準的な販売価格｣を下回った場合に、その差額分を10a当たりの単価で直接交

付します。

（24年産の販売価格は、出回りから25年３月までの全国平均の相対取引価格を使用します。）

５ 水田・畑作経営所得安定対策（収入減少影響緩和対策）

【所要額】７２，４４３百万円

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの24年産収入額の合計が、過去の平均収

入である標準的収入額を下回った場合に、その差額の９割を、対策加入者と国が１対３の割

合で補塡の原資を負担し、補塡します。

なお、米については、米価変動補塡交付金との重複を避けるための調整措置を行います。



［平成25年度予算の概要］

６ 加算措置 ２，０００百万円

○ 再生利用交付金（24年産の「再生利用加算」と同じ枠組み） ２，０００百万円

地域の耕作放棄地の再生利用計画に従って、畑の耕作放棄地に麦、大豆、そば及びなた

ねを作付けた場合に、平地・条件不利地の条件に応じて、次の額を最長５年間支払います。

平地 条件不利地

交付単価 20,000円／10a 30,000円／10a

※ 従来の「緑肥輪作加算」は、25年産については「水田活用の直接支払交付金」の「産

地資金」に統合します。

※ 従来の「規模拡大加算」は、25年産については「担い手への農地集積推進事業」の中

で実施します。

※ 従来の「集落営農の法人化等に対する支援」は、25年産については「担い手・農地総

合対策」の中で実施します。

７ 直接支払推進事業等

（24年度の「農業者戸別所得補償制度推進事業等」と同じ枠組み)

１０，４３７百万円

システム運営など直接支払の運営に必要な経費を措置するとともに、生産数量目標の設定、

作付面積の確認等を行う都道府県、市町村等に対し必要な経費を助成します（10，437百万円

の中には、予備費100百万円を含んでいます。）。



［平成25年度予算の概要］

○ 経営所得安定対策の平均交付単価

※ 地域の判断によって、産地資金により交付単価が上乗せとなる作物がある。

お問い合わせ先：

１、３～７の事業 経営局経営政策課 （０３－３５０２－５６０１（直））

（従来の「規模拡大加算」 経営局農地政策課 （０３－６７４４－２１５１（直）））

２の事業 生産局穀物課 （０３－３５９７－０１９１（直））

（千円／１０ａ）

基本単価（数量払） 左の面積換算①

主食用米 - 15 - 15

小麦   6,360 （円/60kg） 44 35 79

二条大麦   5,330 （円/50kg） 38 35 73

六条大麦   5,510 （円/50kg） 34 35 69

はだか麦   7,620 （円/60kg） 40 35 75

大豆  11,310 （円/60kg） 38 35 73

そば  15,200 （円/45kg） 23 20 43

なたね   8,470 （円/60kg） 32 20 52

飼料作物 - - 35 35

米粉用米

飼料用米

ＷＣＳ用稲

- - 80 80

加工用米 - - 20 20

水田活用の直接支払
※

②

合計

③＝①＋②

米・畑作物の直接支払

（千円／１０ａ）

基本単価（数量払） 左の面積換算

小麦   6,360 （円/60kg） 44

二条大麦   5,330 （円/50kg） 38

六条大麦   5,510 （円/50kg） 34

はだか麦   7,620 （円/60kg） 40

大豆  11,310 （円/60kg） 38

てん菜  6,410  （円/t） 40

でん粉原料用

ばれいしょ
11,600  （円/t） 52

そば  15,200 （円/45kg） 23

なたね   8,470 （円/60kg） 32

畑作物の直接支払

＜水田＞

＜畑作＞



対象作物 　交付金額

小麦【水田・畑地】 6,360円/60㎏
二条大麦【水田・畑地】 5,330円/50㎏
六条大麦【水田・畑地】 5,510円/50㎏
はだか麦【水田・畑地】 7,620円/60㎏
大豆【水田・畑地】 11,310円/60㎏

対象作物 　交付金額

てん菜 6,410円/㌧
でん粉原料用ばれいしょ 11,600円/㌧

そば【水田・畑地】 15,200円/45㎏
なたね【水田・畑地】 8,470円/60㎏

目的 対象作物 交付対象者
◇ 販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を

対象として、その差額を交付することにより、農業経
営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、麦・大
豆等への作付転換を促す

◇ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね

◇ 水田については、水田活用の直接支払交付金として、これに
加えて、飼料作物、米粉用・飼料用米、ＷＣＳ稲、加工用米、地
域特産物も対象

◇ 対象作物の生産数量目標に従っ
て販売目的で生産（耕作）する販
売農家・集落営農

畑作物の直接支払交付金
（2,123億円） 【水田・畑地共通】

水田活用の直接支払交付金 （2,517億円）

【米の生産数量目標を守った農業者が対象】

営農継続支払（２万円）

平均単収

数量払

収量

交
付
金

＜畑作物の直接支払交付金のイメージ＞

注：小麦については、パン・中華麺用品種を作付けた場合は、数量払に2,550円/60㎏を加算

（1,613億円）
１．５万円／10ａ

【産地資金】 地域の実情に即して、麦・大豆等の戦略作物助成の対象作物
の生産性向上、地域振興作物や備蓄米の生産の取組等を支援

【二毛作助成】 1.5万円/10a 【耕畜連携助成】 1.3万円/10a

米の直接支払交付金

経営所得安定対策の概要（平成25年度概算決定）

【面積払（営農継続支払）】
前年産の生産面積に基づき交付 ２．０万円／10ａ

【数量払】 【戦略作物助成】

【品質加算】 数量払いの交付単価を品質に応じて増減

加算措置等

加算措置 20億円
直接支払推進事業等 104億円

畑の耕作放棄地を解消し、麦、大豆、そば、なたねを作付けた場合に、
一定額（２～３万円/10a）を最長５年間交付

再生利用交付金

生産数量目標の設定や作付確認等を行う都道府県、市町村等に対して
必要な経費を助成等

直接支払推進事業等

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 3.5万円/10a

米粉用米、飼料用米、WCS用稲 8.0万円/10a

そば、なたね、加工用米 2.0万円/10a

（724億円）【認定農業者又は集落営農で一定の経営規模を有すること等が要件】

◇ 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの24年産収入額の合計が
標準的収入額を下回った場合に、減収額の９割を補填

◇ 対策加入者はあらかじめ一定額の積立金を拠出

水田・畑作経営所得安定対策（収入減少影響緩和対策）

【24年度に米の所得補償交付金の交付を受けた者が対象】

（84億円（24年産））

24年産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合、その差額を補塡

米価変動補塡交付金

（注）「規模拡大加算」は「担い手への農地集積推進事業」の中で実施。「集落営農の法人化等に対する支援」は「担い手・農地総合対策」の中で実施。
「緑肥輪作加算」は「水田活用の直接支払交付金」の「産地資金」に統合。

24年産の農業者戸別所得補償制度等と基本的
に同じ枠組みで実施。



15 人・農地問題解決推進事業
【１，１０９（７０３）百万円】

対策のポイント

集落・地域での話し合いに基づき、地域の中心となる経営体を定め、その

経営体への農地の集積が円滑に進むようにします。

＜背景／課題＞

・高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などで、地域農業の5年後、10年後の展望が

描けない集落・地域が多数存在しています。

・このため、集落・地域での話し合いに基づく適切な「人・農地プラン」の作成・実行

により、農地集積や新規就農・経営継承を促し、農業の体質強化を図る必要がありま

す。

政策目標

効率的・安定的な農業経営が大宗（約８割）を占めるよう担い

手への農地集積を進めるとともに、青年新規就農者を毎年２万人

定着させ、将来にわたって持続可能な力強い農業の実現を目指す

＜主な内容＞

１．人・農地プラン作成活動等 ５０９（７０３）百万円

市町村等が、集落・地域レベルでの話し合いに基づき、地域の中心となる経営体、

そこへの農地の集積、中心となる経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあ

り方等を記載した人・農地プランを作成するための取組等に対して支援します。

※ 人・農地プランの検討会メンバーの概ね３割以上は女性とします。

２．地域農業支援組織連携強化活動支援 [新規] ６００（－）百万円

適切な「人・農地プラン」の作成・実行に向け、地域内の合意形成を効率的・効

果的に進められるよう、市町村段階の地域農業支援組織の連携・分担による推進体

制を強化します。具体的には、連携・分担を明確にすることを前提として、地域連

携推進員の設置等の取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：市町村等

お問い合わせ先：

１の事業 経営局経営政策課（０３－６７４４－０５７７（直））

２の事業 経営局農地政策課（０３－６７４４－２１５１（直））

［平成25年度予算の概要］



人と農地の問題解決のための施策の推進
高齢化や後継者不足、耕作放棄地などで、地域農業の５年後、10年後の展望が描けない集落・地域が多数存在

人・農地プランの作成
地域の話し合いで、

高齢化や後継者不足、耕作放棄地などで、地域農業の 年後、 年後の展望が描けな 集落 地域が多数存在

人・農地プランを作成するための取
組 地域における推進体制の強化等

域 話 合 、
・中心経営体の特定
・中心経営体への農地の集積
・地域農業のあり方を明確化

組、地域における推進体制の強化等
に対する支援を実施

【人・農地問題解決推進事業】

プラン作成と関連施策の連携新規就農・経営継承 農地集積

○ 青年就農給付金 ○ 出し手への農地集積協力金

関連施策

○青年就農給付金（経営開始型）

★所要額の確保と基金化

○ 青年就農給付金
（準備型(2年)・経営開始型(5年)）

○ 農の雇用事業

農 集積協

○ 受け手への規模拡大交付金

★栽培されている作物に関わら
ず 農地の出し手と受け手を支

○青年就農給付金（経営開始型）、
農地集積協力金、経営体育成支援事
業(個別経営体の機械等の融資残補
助）、スーパーＬ資金の当初５年間
無利子化は、「人・農地プラン」に

★青年の農業法人等への雇用就農支援

★農業法人等の職員を当該法人等の次
世代経営者として育成するための研 金融支援

○ 農の雇用事業 ず、農地の出し手と受け手を支
援

位置付けられた中心経営体等向け

○基盤整備事業、各種共同利用施設
整備事業等の実施に当たって、人・
農地プランとの関係を考慮(強い農世代経営者として育成するための研

修派遣に対する支援

金融支援
○ スーパーＬ資金の当初5年間

無利子化

農地プランとの関係を考慮(強い農
業づくり交付金、基盤整備事業等）

○効率的・安定的な農業経営が大宗（約８割）を占めるよう農地集積を推進
○毎年約２万人の新規就農者の確保

政策
目標



関連施策の強化(25年度)

人と農地の問題解決のための関連施策の強化
関連施策の強化(25年度)

人・農地プラン ★地域における推進体制の強化
適切な「人・農地プラン」の作成・実行に向け、地域内の合意形成を効率的・効果的に進め
られるよう、市町村段階の地域農業支援組織の連携・分担による推進体制を強化

地域の話し合いで、

・中心経営体の特定

・中心経営体への農地の集積

人・農地問題解決推進事業のうち
地域農業支援組織連携強化活動支援 ６（－）億円

・経営体育成支援事業（個別経営体の機械等の融資残補助）について、適切な「人・農地プ

★プラン作成メリットの強化

・地域農業のあり方を明確化

経営体育成支援事業（個別経営体の機械等の融資残補助）について、適切な 人 農地プ
ラン」を作成した地域向けのものとして再編

・基盤整備事業、各種共同利用施設整備事業等の実施に当たって、人・農地プランとの関係
を考慮（強い農業づくり交付金、基盤整備事業等）

【経営体育成支援事業 47（63）億円】

新規就農・経営継承

○ 青年就農給付金

（準備型(2年)・経営開始型(5年)）

★所要額の確保と基金化

★農業法人等の雇用力の強化

・農業法人等の職員を当該法人等の次世代経営者として育成するための研修派遣に対する支
援を追加

○ 農の雇用事業

（準備型(2年)・経営開始型(5年)）

（青年の農業法人等への雇用就農）

援を追加
新規就農・経営継承総合支援事業のうち

青年就農給付金 175（104）億円
農の雇用事業 58（26）億円

農地集積

○ 出し手への農地集積協力金

○ 受け手への規模拡大交付金

★樹園地、野菜畑等（土地利用型農業以外）の円滑な経営継承を対象に追加
（規模拡大交付金では既に対象となっているところ）

担い手への農地集積推進事業のうち
農地集積協力金 65 （65）億円
規模拡大交付金 100（100）億円

金融支援
○ スーパーＬ資金の当初5年間

無利子化
★融資枠の確保 融資枠 1,000（760）億円



地 域 農 業 支 援 組 織 の 連 携 強 化 ６億円（－億円）

適切な「人・農地プラン」の作成・実行に向け、地域内の合意形成を効率的・効果的に
進められるよう、市町村段階の地域農業支援組織の連携・分担による推進体制を強化。

（※市町村段階で実施できない場合は都道府県段階で行うことも可）

支 援 の 内 容地 域 農 業 支 援 組 織 の 連 携 の 内 容

地域農業支援組織は 地域農業再生協議会のメンバーである地域農業支援組織は、地域農業再生協議会のメンバ である
市町村、農業委員会、ＪＡ、農地利用集積円滑化団体、
土地改良区、農業共済組合、普及センター、県振興事務所 など

① 人 農地プランの作成 実行に向けた関係組織相互の具体的な連携 分担① 人・農地プランの作成・実行に向けた関係組織相互の具体的な連携・分担
の明確化

（例）・ 関係組織の合同説明会の開催
・ 関係組織ごとの担当地域の決定
・ 新規就農者ごとに指導する担当組織・担当新規就農者ごとに指導する担当組織 担当

者等を決定
・ 関係組織が全メンバーに提供する情報の決定

（農地情報・地図等の提供）

② ①の連携・分担を実施してもなお、各地域の合意形成・実行を的確に進め
るために必要な補充人員（当該地域に精通した人物（普及組織のOB等））と
その担当地域の明確化

地域連携推進員（市町村が雇用）
の活動支援

③ 農地情報を最も効率的に地図システムに集約していく方法の決定
農地情報の地図化に必要な経費の
支援



16 新規就農・経営継承総合支援事業
【２３，８７７（１３，５７４）百万円】

対策のポイント
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、総合的に支援します。

＜背景／課題＞

・我が国農業は、基幹的農業従事者の平均年齢が66.1歳（平成22年）と高齢化が進展し

ています。

・持続可能な力強い農業を実現するには、２万人／年の青年新規就農者が定着すること

が必要ですが、40歳未満の若い就農者は１万４千人（平成23年）にとどまり、そのう

ち定着するのは１万人程度です。

政策目標

青年新規就農者を毎年２万人定着させ、持続可能な力強い農業

の実現を目指す

＜主な内容＞

１．新規就農者確保事業 ２３，２８２（１２，９８０）百万円

（※うち青年就農給付金事業：１７，４９０百万円）
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、青年新規就農者・経営継承者

に対して就農前の研修期間（２年以内）及び経営が不安定な就農直後（５年以内）

の所得を確保する給付金を給付します。

また、青年の農業法人への雇用就農を促進するため、法人が新規就業者に対して

実施する実践研修等に対して支援（最長２年間）します。

２．農業者育成支援事業 ５９５（５９５）百万円
今後の地域農業のリーダーとなる人材の層を厚くするため、就農希望者や経営発

展を目指す農業者等に対して、高度な経営力、地域リーダーとしての人間力等を養

成する高度な農業経営者教育機関等に対して支援します。

また、就農希望者等に対する全国的な求人情報等の提供や就農相談、就業前の短

期就業体験の実施を支援します。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体

［お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－３５０２－６４６９（直））］

［平成25年度予算の概要］



就農 始

25年度予算 新規就農・経営継承総合支援事業 【239億円】
（24年度補正予算（青年就農給付金・農の雇用事業） 【99億円】）

新規就農・経営継承対策の全体像

所得 確保

就農準備
（高校卒業後を支援）

就農開始

法人正職員としての就農 独立・自営就農 （※） 経営確立

青年就農給付金（準備型） ①青年就農給付金（準備型） ① 青年就農給付金（経営開始型）②青年就農給付金（経営開始型）②所得の確保
法人正職員として最低賃金以上を法人正職員として最低賃金以上を
確保確保

青年就農給付金（準備型） ①青年就農給付金（準備型） ①

・県農業大学校等の農業経営者育
成教育機関、先進農家・先進農
業法人で研修を受ける場合、原

・県農業大学校等の農業経営者育
成教育機関、先進農家・先進農
業法人で研修を受ける場合、原

最低賃金最低賃金
（約（約820820円円××18001800時間）時間）

の確保の確保

青年就農給付金（経営開始型）②青年就農給付金（経営開始型）②

・人・農地プラン（東日本大震災の津波被災市町村
が作成する経営再開マスタープランを含む。）に位
置付けられている（又は位置づけられると見込まれ

・人・農地プラン（東日本大震災の津波被災市町村
が作成する経営再開マスタープランを含む。）に位
置付けられている（又は位置づけられると見込まれ

法人側に対して農の雇用事業 ③法人側に対して農の雇用事業 ③
業法人で研修を受ける場合、原
則として４５歳未満で就農する者
に対し、研修期間中について

・年間150万円を最長２年間給付

業法人で研修を受ける場合、原
則として４５歳未満で就農する者
に対し、研修期間中について

・年間150万円を最長２年間給付

○研修終了後１年以内に、独○研修終了後１年以内に、独
立 自営の経営開始又は農業法立 自営の経営開始又は農業法

見
る）原則４５歳未満の独立・自営就農者について

・年間150万円を最長５年間給付

見
る）原則４５歳未満の独立・自営就農者について

・年間150万円を最長５年間給付

○市○市町村等が適切な就農をしていない町村等が適切な就農をしていないとと 判断判断
した場合は打ち切りした場合は打ち切り

○所得○所得がが250250万万円以上ある場合は円以上ある場合は給付しない給付しない

法人側に対して農の雇用事業 ③法人側に対して農の雇用事業 ③

1)法人に就職した青年に対する研修
経費として年間最大120万円を助成
（最長２年間）

1)法人に就職した青年に対する研修
経費として年間最大120万円を助成
（最長２年間）

①＋②＋③①＋②＋③
合計合計でで 233233億円億円

・青年就農給付金・青年就農給付金
立・自営の経営開始又は農業法立・自営の経営開始又は農業法
人等へ就農しなかった場合、及人等へ就農しなかった場合、及
び給付期間の１．５倍（最低２び給付期間の１．５倍（最低２
年）以上就農を継続しない場合年）以上就農を継続しない場合
は全額返還は全額返還

※親からの経営継承（親元就農から５年以内）
や親の経営から独立した部門経営を行う場合
も対象

※親からの経営継承（親元就農から５年以内）
や親の経営から独立した部門経営を行う場合
も対象

（最長２年間）（最長２年間）

2)法人等の職員を法人の次世代経営
者として育成していくために先進法人・
他産業へ研修派遣する経費を助成
（月最大10万円、最長２年間）

2)法人等の職員を法人の次世代経営
者として育成していくために先進法人・
他産業へ研修派遣する経費を助成
（月最大10万円、最長２年間）

175175億円億円
・農の雇用事業・農の雇用事業

5858億円億円

技術の習得 農業経営者育成教育のレベル
アップのための助成
農業経営者育成教育のレベル
アップのための助成

機械・施設の
導入

スーパーＬ資金就農支援資金（無利子）

経営体育成支援事業
経営の複合化、多角化経営の複合化、多角化
等に必要な物を含む等に必要な物を含む

が新規就農・経営継承総合支援事業で実施する内容が新規就農・経営継承総合支援事業で実施する内容

農地の確保
就農相談

農地利用集積円滑化事業等により農地
利用を確保
農地利用集積円滑化事業等により農地
利用を確保

就農しようとする市町村等とよく相談し、
人・農地プランに位置付けてもらい、
・農地利用の目途をつける
・法人正職員としての就農の内定を
もらうなどの事前準備を支援。

就農しようとする市町村等とよく相談し、
人・農地プランに位置付けてもらい、
・農地利用の目途をつける
・法人正職員としての就農の内定を
もらうなどの事前準備を支援。



17 担い手への農地集積推進事業
【（所要額）１６，５００（１６，５００）百万円】

対策のポイント
担い手への農地の集積が円滑に進むように支援します。

＜背景／課題＞
・今後５年間に高齢化等で大量の農業者が急速にリタイアすることが見込まれていま

す。
・このため、地域での話し合いを通じた合意形成等により、認定農業者等の地域の中心

となる経営体への農地の利用集積を促進することを通じ、「平成の農地改革」を強力
に推進し、持続可能な力強い農業構造を目指すことが喫緊の課題となっています。

政策目標
効率的・安定的な農業経営が大宗（約８割）を占めるような担

い手への農地集積を推進

＜主な内容＞

１．農地集積協力金 ６，５００（６，５００）百万円
土地利用型農業からの経営転換、相続、高齢によるリタイア等を契機として（解消

される見込みのない遊休農地を保有している者を除く）、農地利用集積円滑化団体等
を通じて、人・農地プランに位置付けられた地域の中心となる経営体に農地が集積さ
れることが確実に見込まれる場合や、中心となる経営体の農地を連坦化させようとす
る場合に、市町村等がそれに協力する者に対して農地集積協力金を支払います。

※ 土地利用型作物に加え、樹園地、野菜畑等（土地利用型農業以外）の円滑な経
営継承を交付対象に追加します。

市町村等に対し下記の基準により配分し、市町村等は配分された金額の範
囲内で単価を決定し、協力者に交付。

0.5ha以下：30万円/戸
0.5ha超2.0ha以下：50万円/戸
2.0ha超：70万円/戸

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．規模拡大交付金 [所要額]１０，０００（１０，０００）百万円
農地の受け手が、農地利用集積円滑化団体等を通じて、面的集積（連坦化）するた

めに利用権を取得した農地の面積に応じて、２万円/10ａを支払います。

※ 人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体への農地の集積範囲が定めら
れた場合には、その範囲内で利用権が設定されれば、規模拡大交付金の面的集積
要件を満たしたことになります。

※ 交付対象作物に制限はありません。

補助率：定額

交付先：販売農家等

[お問い合わせ先：経営局農地政策課（０３－６７４４－２１５１ (直))]

［平成25年度予算の概要］



農地集積のための総合的な対策

遊休農地解消のための 担 い 手 へ の 農 地 集 積 推 進 事 業遊休農地解消のための
農地法等の適正運用 出し手に対する支援 受け手に対する支援

農業委員会は、遊休農地解消のた

担 い 手 へ の 農 地 集 積 推 進 事 業

農地法 集落・地域における徹底した話し合い

により 市町村が集落・地域ごとの農業委員会は、遊休農地解消のた

めの法制度を確実に実施（地域の中

心となる経営体に貸し付けて、農地

を集積する方向に誘導）

・農地利用状況の調査 農地集積協力金 ６５億円（６５億円）
農地の受け手が、農地利用集積円滑化

団体等を通じて 面的集積（連坦化）

規模拡大交付金１００億円（１００億円）
により、市町村が集落・地域ごとの

「人・農地プラン」を作成

↓

・遊休農地所有者等に対する農地の

利用増進のための指導

指導に従わない場合には、

遊休農地所有者等 通知 勧告

集落・地域での話し合いに基づき、地

域の中心となる経営体への農地集積や分

散化した農地の連坦化が円滑に進むよう

にするため、人・農地プランを定めた市

団体等を通じて、面的集積（連坦化）

するために利用権を取得した農地の面積

に応じて規模拡大交付金を交付

遊休農地所有者等への通知、勧告、

買入協議、都道府県知事による調

停、特定利用権の設定等の手続へ

移行 市町村等に対し下記の基準により

配分し 市町村等は配分された金額

町村において、市町村等が農地集積に協

力する者に対して農地集積協力金を交付 ［交付単価］

２万円／10a

相続税納税猶予

納税猶予適用農地について貸し付

けても納税猶予継続

配分し、市町村等は配分された金額

の範囲内で単価を決定し、協力者に

交付。

0.5ha以下：30万円／戸

0.5ha超2.0ha以下：50万円／戸
※ 人・農地プランにおいて地域の中心

となる経営体への農地の集積範囲がけても納税猶予継続

贈与税納税猶予

納税猶予適用農地について貸し付

. 超 . 以下 万円／戸

2.0ha超：70万円／戸

※ 土地利用型作物に加え、樹園地、野菜

となる経営体への農地の集積範囲が

定められた場合には、その範囲内で

利用権が設定されれば、規模拡大交

付金の面的集積要件を満たしたこと

になります。納税猶予適用農地について貸し付

けても納税猶予継続（貸付け時点で

１０年以上（６５歳未満の場合には

２０年以上）の営農が必要）

畑等（土地利用型農業以外）の円滑な

経営継承を交付対象に追加。
※ 交付対象作物に制限はありません。



18 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
【 所要額）４，５１７（３，５１３）百万円】（

対策のポイント

荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者等が行う再生

作業や土づくり、作付・加工・販売の試行等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・農地は食料の安定供給にとって不可欠な資源ですが、農業者の高齢化の進行等により

耕作放棄地が年々増加しています。

・こうした中で、我が国の食料供給力を強化していくためには、農地制度の適切な運用

を行うとともに、 を地方公共団体、農業団体荒廃した耕作放棄地を再生利用する取組

等が一丸となって進めていく必要があります。

政策目標

農用地区域を中心として、荒廃した耕作放棄地を解消（６千ha

の解消（25年度 ））

＜主な内容＞

１．耕作放棄地を再生利用する活動への支援

荒廃した耕作放棄地の再生作業（雑草・雑木の除去、土づくり等）や再生農地へ

の作物の導入、試験販売等の取組を支援します。

２．施設等の整備への支援

耕作放棄地の再生利用に必要な基盤整備（用排水施設の整備等）や農業用機械・

施設、貯蔵施設、農業体験施設等の整備を支援します。

３．附帯事業への支援

引き受け手と受け入れ地域のマッチング、農地利用調整等を支援します。

補助率：定額（再生作業５万円/10a等 、１/２以内等）

事業実施主体：耕作放棄地対策協議会

［ （ （ ））］お問い合わせ先：農村振興局農村計画課 ０３－６７４４－２４４２ 直

［平成25年度予算の概要］



【交付金の流れ】

【事業メニュー】
① 耕作放棄地を再生利用する活動への支援

ア 再生作業（雑草・雑木の除去等）及び土づくり（肥料、有機質資材の投入等）

・定額支援【５万円/10a】（重機を用いて行う場合等【１／２以内等】）

・土づくり（２年目に必要な場合のみ）【2.5万円/10a】

イ 営農定着（再生農地への作物の導入等）【2.5万円/10a】

ウ 経営展開（試験販売、実証ほ場の設置・運営等）【定額】

② 施設等の整備への支援
・基盤整備（用排水施設の整備等）、乾燥調整貯蔵施設、集出荷貯蔵施設、

農業体験施設（市民農園等）、農業用機械・施設の整備 【１／２以内等】

・小規模基盤整備【2.5万円/10a】

③ 附帯事業への支援【定額】
・広域利用調整：都道府県域を越えて行う農地利用調整活動への支援

・交付金執行事務：交付事務、地域における農地利用調整、普及啓発活動等への支援

◇戦略作物等を栽培する場合は、土地所有者による再生作業及び農用地区域外（市街化区域は

除く）における取組についても支援対象

１．事業概要 荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農業者組織、
農業参入法人等が行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行、必
要な施設の整備等の取組を総合的に支援します。

２．実施主体 耕作放棄地対策協議会（都道府県協議会・地域協議会）
（※地方公共団体、農業団体等により構成）

国
（
農
政
局
等
）

都道府県
協議会

地
域
協
議
会

農業を営む
個人

法人

法人格のな
い団体

基金

平成25年度 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の概要

取
組
主
体

作物の作付け

事業の内容

再生作業荒廃農地



19 女性の能力の積極的な活用

対策のポイント
農林水産省の施策において、地域計画づくりへの女性参画の要件化や女性

による事業活用の促進等により、女性の能力を積極的に活用します。

＜背景／課題＞

女性は、農業や地域の活性化において重要な役割を果たし、６次産業化等の担い手と

しても大きく期待されており、その能力の発揮を一層促進する必要があります。

政策目標
地域農業の活性化や６次産業化における女性の能力の活用

＜主な内容＞

１．企画・立案段階からの女性の参画促進
○ 人・農地問題解決推進事業

地域の中心となる経営体や地域農業のあり方等を定めた「人・農地プラン」の検

討に当たって、女性が概ね３割以上参画することとします。

２. 地域農業の活性化などにチャレンジする女性への支援
４８，２４５百万円の内数

経営体向けの補助事業については、女性農業者等の積極的活用が望まれることから、

３のネットワーク等を通じて女性にこれら事業を活用できることを周知徹底するとと

もに、女性や女性グループが積極的に採択されるよう配慮します。

○ 経営体育成支援事業 ４，６６３（６，３４６）百万円の内数

女性グループも含め、人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が農業用機

械・施設等の導入を通じて経営の改善に向けた取組を行う場合の経費を支援しま

す。

○ ６次産業化支援事業 １，４４３（３，６３９）百万円の内数

女性グループも含め、地域の農林漁業者等に対する新商品開発や販路開拓、技術

研修会の開催等を支援するとともに、女性による取組事例の情報提供などにより、

女性の事業活用をサポートします。

この他の事業においても、女性の取組の促進に配慮した措置を講じます。

３．地域で活躍する女性経営者の飛躍的な発展支援
○ 女性・高齢者等活動支援事業のうち女性経営者発展支援事業等

１６０（１６３）百万円

女性経営者相互のネットワークの形成や、企業経営者等との交流機会の設定、全

国レベルの情報交換による女性経営者の声の集約などを通じて、女性経営者の飛躍

的な発展を促します。

[ お問い合わせ先：経営局就農・女性課 （０３－３５０２－６６００（直））]

［平成25年度予算概算決定の概要］



総額　４８，２４５百万円の内数

事業名 事業内容 予算額等

経営体育成支援事業 人・農地プランに位置付けられた中心経営体等の育成・確保を図るために必要な農業用機
械等の整備を支援。
　農業経営の多角化等に取り組む女性を含む団体等も助成対象とします。 4,663百万円

の内数

６次産業化支援事業 地域の農林漁業者等に対する新商品開発や販路開拓、技術研修会の開催等を支援。
　事業の実施主体として女性を含め農林漁業に従事する者が組織する団体を追加します。
　女性による取組事例の提供などにより、女性の事業活用をサポートします。 1,443百万円

の内数

強い農業づくり交付金 国産農産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設
の整備等を支援。
　女性が活躍しやすい部門である農産物加工に必要な施設整備については、女性が主体の
取組の場合に、面積と下限事業費の要件緩和をします。 24,422百万円

の内数

都市農村共生・対流総合対策
交付金

農山漁村の持つ豊かな自然や「食」を観光、教育、健康等に活用する地域の手づくり活動を
支援。
　「食」を活かしたグリーン・ツーリズムなど、女性が中心となった都市と農山漁村の共生・対
流につながる取組（地元食材を活用した新商品の開発・販売、農家レストラン、農家民宿等）
を支援します。

1,950百万円
の内数

農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金

農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活性化計画の実
現に必要な施設整備を中心とした総合的取組みを支援。
　女性等の農林漁業経営、地域文化の伝承等能力発揮や地域住民の活動促進に必要とな
る施設及び付帯施設整備（地域住民活動支援促進施設）を支援します。

6,233百万円
の内数

強い水産業づくり交付金（産
地水産業強化支援事業）

産地における水産業の強化に必要な施設等の整備を支援。
　女性等の活動支援のため、子供待機室、調理実習室、会議室等により構成される「女性等
活動拠点施設」の整備を支援します。

3,250百万円
の内数

「緑の雇用」現場技能者育成
対策事業のうち女性林業者等
定着支援

女性林業者の定着を支援するため、女性林業グループ等を対象に全国レベルの交流会や
優良活動事例等の情報提供を実施。 6,233百万円

の内数

沿岸漁業リーダー・女性育成
支援事業

漁村女性の資質向上のための研修・情報交換等を実施。また、漁村女性が取り組む漁獲物
の加工・販売や漁村コミュニティにおける様々な活動に対して支援。 51百万円

事業名 事業内容 予算額等

農地制度実施円滑化事業費
補助金

農業委員会等による農地の利用関係の調整、遊休農地解消に向けた取組、農地相談員の
設置等に必要な経費を支援。
　農業委員等の資質向上のための研修において女性の登用に関する周知・啓発活動を実施
します。

1,963百万円
の内数

新規就農・経営継承総合支援
事業のうち農業者育成支援事
業のうち新規就農等相談支援

就農希望者等に対する全国的な求人情報等の提供や就農相談、就業前の短期就業体験の
実施を支援。
　新規就農者を対象とした相談会において、女性の新規就農者による体験を紹介するセミ
ナーを実施します。

23,877百万円
の内数

新規就農・経営継承総合支援
事業のうち農業者育成支援事
業のうち技術習得支援

地域農業のリーダーとなる人材を育成するため、農業経営者教育機関等の実施する研修に
対する支援。
　地域の中核教育機関が策定する「教育改善計画」の検討メンバーに女性が参画することを
要件とします。

23,877百万円
の内数

新事業創出人材育成事業 新事業創出人材育成プログラムを活用した人材育成を実施。
　事業者の選定において、「女性が参加しやすい環境の整備に努めているか」を評価項目の
一つとします。 39百万円

農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金

農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活性化計画の実
現に必要な施設整備を中心とした総合的取組みを支援。
　計画申請時に、女性参画促進に向けた取組方針又は取組の有無を確認する事とします。 6,233百万円

の内数

森林・山村多面的機能発揮対
策交付金

　森林の有する多面的機能を発揮させるため、地域の活動組織が実施する里山林など森林
の保全管理や山村活性化に資する取組を支援。
　本事業の活動内容を協議する地域協議会に女性が参画することを要件とします。 3,000百万円

の内数

チャレンジする女性への支援のための施策

女性農業者等が積極的に採択されるよう配慮するもの等

事業の実施に当たり、女性農業者等の参画に配慮するもの



20 担い手への金融支援事業
（スーパーＬ資金の金利負担軽減措置）

【農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業７，２７５（７，９６９）百万円の内数】

対策のポイント
スーパーＬ資金の金利負担軽減措置を実施し、規模拡大等に意欲的に取り

組む農業者を金融面から強力に支援します。

＜背景／課題＞
農業者の高齢化、耕作放棄地の増加などで、地域農業の５年後、10年後の展望が描け

ない地域が多数存在している中で、各地域が抱える「人と農地の問題」の解決に向け、
経営規模の拡大等に意欲的に取り組む農業者の経営を支えることが重要です。

政策目標
意欲ある多様な農業者による農業経営の特性に応じた資金調達

の円滑化

＜主な内容＞
人・農地プランに地域の中心経営体として位置付けられた認定農業者が借り入れるス

ーパーＬ資金について、貸付当初５年間の金利負担を軽減する措置を講じます。

１．対象者
人・農地プランに地域の中心経営体として位置付けられた認定農業者

２．借入条件等
（１）対象資金

スーパーＬ資金

（２）借入限度額（２倍に拡大）
個人： ３億円（複数部門経営等は６億円）
法人： 10億円（常時従事者数に応じ20億円）

（３）償還期限
25年以内（うち据置期間10年以内）

（４）25年度融資枠
1000億円（25年度予算：700億円、24年度補正予算：300億円）

（５）金利負担軽減措置
貸付当初５年間実質無利子化

３．事業実施主体
民間団体

＜取扱融資機関＞
株式会社日本政策金融公庫（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫）

[お問い合わせ先：経営局金融調整課 （０３－６７４４－２１６５（直））]

［平成25年度予算の概要］



21 農地制度実施円滑化事業
【７，２７２（７，５５７）百万円】

対策のポイント
農業委員会が新しい農地制度を円滑に実施できるよう、農地の利用関係の調整等の

活動を支援します。

＜背景／課題＞

・農地の貸借規制の見直し、農地の面的集積の推進、遊休農地解消等の強化等を内

容とする農地法等改正法が平成21年12月に施行されました。

・これに伴い、現場で農地制度の運用を担う農業委員会の役割がますます重要とな

っていることから、農業委員会の機能が十分に発揮されるよう支援する必要があ

ります。

政策目標

全ての農業委員会が新たな農地制度を適切に運用

＜主な内容＞

１．農地制度実施円滑化事業費補助金 １，９６３(２，１８１)百万円

農業委員会等による農地の利用関係の調整、遊休農地解消に向けた取組、農地

相談員の設置等に必要な経費を支援します。

２．農地調整費交付金 ９３(９８)百万円

農地の利用関係の調整等に要する都道府県等の経費を交付金として交付します。

３．全国農業会議所事業費 １１(１３)百万円

全国農業会議所が行う農地の売買価格等の調査、農業委員会の資質向上のため

の活動等を支援します。

４．農業委員会交付金 ４，７２８(４，７４４)百万円

農業委員会法に基づき、農業委員会の事務を適切に行えるよう農業委員の手当

等の基礎的な経費を交付金として交付します。

５．都道府県農業会議会議員手当等負担金 ４７７(５２１)百万円

農業委員会法に基づき、都道府県農業会議の会議員の手当や職員の設置費を負

担します。

補助率：10／10、定額、１／２以内

事業実施主体：農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所等

［お問い合わせ先：経営局農地政策課 （０３－６７４４－２１５３（直））］

［平成25年度予算の概要］



農地制度実施円滑化事業
平成25年度予算：７，２７２百万円

農業委員会が新しい農地制度を円滑に実施できるよう、農地の利用関係の調整等の活動を支援します。

農業委員会 体制整備 強化

○農地調整費交付金（９３百万円）○農地制度実施円滑化事業費補助金（１，９６３百万円）

～農業委員会の体制整備の強化～

農地の利用関係の調整等に要する都

道府県等の経費を交付金として交付
農業委員会等による農地の利用関係の調整、遊休農地解消に向

けた取組、農地相談員の設置等に必要な経費を支援

○都道府県農業会議会議員手当等負担金
（４７７百万円）

・農地の利用関係の調整
農地等の利用関係をめぐる紛争についての和解の仲介
権利移動の許可取消し等による農地のあっせん 等

＋ （４７７百万円）

農業委員会法に基づき、都道府県農

業会議の会議員の手当や職員の設置費

を負担

・農地の利用状況調査などの遊休農地解消に向けた取組

・農地基本台帳の整備

・農地相談員の設置

＋

○全国農業会議所事業費（１１百万円）

全国農業会議所が行う農地の売買価格

・農地相談員の設置

等

等の調査や農業委員会の資質向上のため
の活動等を支援

○農業委員会交付金（４，７２８百万円）

農業委員会法に基づき、農業委員の手当等の基礎的な経費を交付金として交付



22 農地保有合理化促進事業（特会）
【（所要額）１，１４０（９７１）百万円】

対策のポイント
農地保有合理化事業の円滑な実施に向けた取組を支援します。

＜背景／課題＞
・我が国農業の体質強化を図るためには、小規模で分散している農地を集積し、経営規

模の拡大を促進することが重要です。
・このため、農地保有合理化事業（規模縮小農家等から農地を買い入れ、意欲ある農業

者に売り渡す事業）を支援します。

政策目標
農地保有合理化法人が売買等により年間１万haの農地を集積

＜主な内容＞

１．指導推進整備費
都道府県による農地保有合理化法人に対する指導、（社）全国農地保有合理化協会

による農地保有合理化法人への農地の買入れ等資金の無利子貸付に必要な体制整備
等を支援します。

２．業務費
農地保有合理化法人が農地利用集積円滑化団体と連携して農地保有合理化事業を

実施するために必要な活動費や農地の売買に伴う契約書作成、測量及び登記申請等
に必要な経費を支援します。

３．事業費
（１）土地買入資金助成費

（社）全国農地保有合理化協会が農地保有合理化法人に対して農地の買入れ等
資金を貸し付ける場合、貸付金の原資を金融機関から調達する際の利子を助成し
ます。

（２）農地継承円滑化事業助成費
当面受け手のいない農地を維持・管理しつつ、良好な状態で意欲ある農業者へ

円滑に継承するため、農地保有合理化法人が行う緑肥作物栽培等の管理耕作や特
産農作物普及のための試験栽培等に要する経費を支援します。

（３）経営再生支援事業助成費
経営困難に陥った農業者の農地・施設等を農地保有合理化法人が買い入れる際

に、売渡しを受ける意欲のある農業者の農業経営を勘案した適正価格で売渡しを
行うための査定に要する経費を支援します。

また、買い入れた農地等の生産性を低下させないよう、農地保有合理化法人が
一時管理する際の経費を支援します。

補助率：定額、７／１０、６／１０、１／２以内

事業実施主体：都道府県、（社）全国農地保有合理化協会、農地保有合理化法人

［お問い合わせ先：経営局農地政策課 （０３－６７４４－２１５１（直））］

［平成25年度予算の概要］



23 農業共済関係事業（農業災害補償制度）
【８９，１９９(８９，３４５）百万円】

対策のポイント
農業災害補償法に基づき、農業者が台風や冷害などの自然災害等によって

受ける損失を、保険の手法により補填し、農業経営の安定を図ります。

＜背景／課題＞

・我が国の農業は、風水害、冷害等種々の農業災害にしばしば見舞われ、広い地域にわ

たり甚大な被害を受けやすいという宿命を有しています。

・このため、被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補填して農業経営の安定を図

り、国民に対して食料を安定的に供給することは国の重大な責務です。

政策目標

共済金の早期支払を通じた被災農業者の経営の安定を確保

＜主な内容＞

１．共済掛金国庫負担金 ５０,１１０（５０,１１０）百万円

農業者が支払うべき共済掛金の約１／２を国庫が負担します。交付事務の簡素化

のため、農業者に直接交付するのではなく、国の一般会計から農業共済再保険特別

会計に繰り入れられ、さらに、農業共済組合連合会又は農業共済組合（又は農業共

済事業を営む市町村）に交付します。

補助率：１／２

農作物共済（麦） ：50～55％

家畜共済（豚） ： 40％

畑作物共済（蚕繭以外）： 55％

事業実施主体：農業共済団体等

２．農業共済事業事務費負担金 ３８,５８５（３８，６８５）百万円

被災農業者に対する共済金支払等に係る事務処理が、迅速、適正かつ円滑に実施

されるよう、農業災害補償法に基づき、農業共済事業の実務を担う農業共済団体に

対し、事業運営に係る基幹的経費（人件費、旅費、庁費等）を負担します。

補助率：定額

事業実施主体：農業共済団体

お問い合わせ先：

１の事業 経営局保険課 （０３－３５０２－７３３７（直））

２の事業 経営局保険監理官（０３－３５９１－５００９（直））

［平成25年度予算の概要］



24 農業者年金事業

【１２１，５８２(１２４，５５９）百万円】

対策のポイント

・ 国民年金の２階部分として、農業者の老齢時に年金等を支給する事業を

行います。

・ 意欲ある農業者に対し、経営を支援するため保険料の一部を助成し、農

地等を経営継承して農業から引退した時に特例付加年金として支給します。

＜背景／課題＞

・昭和46年に創設された旧農業者年金（旧制度）は、農業者の老後生活の安定ととも

に、経営移譲の促進により、農業構造の改善に寄与してきました。

・平成14年に創設された新農業者年金（新制度）では、年金原資を自ら積み立てる方式

を導入し、制度の安定を図るとともに、意欲ある農業者の経営を支援する仕組みにな

っています。

政策目標

独立行政法人農業者年金基金による農業者年金制度の適切な運用

＜主な内容＞

１．農業者年金給付費等負担金 １２０，３８０（１２３，３２８）百万円

旧制度の受給者等に対し年金等を給付します。

２．特例付加年金助成補助金 １，２０２（１，２３２）百万円

意欲ある農業者の負担軽減を図るため、保険料の一部を助成します。助成分の保険

料は、特例付加年金の給付に充てるために積み立てられます。

（関連措置）

３．（独）農業者年金基金運営費 ３，３２０（３，３４１）百万円

独立行政法人農業者年金基金が適切かつ円滑に業務を行うために必要となる経費を

交付します。

補助率：定額

事業実施主体：（独）農業者年金基金

［お問い合わせ先：経営局経営政策課 （０３－６７３８－６１６３（直））］

[平成25年度予算の概要]



25 農山漁村の所得増大対策
【３，７４３（３,６３９）百万円】

対策のポイント
農山漁村の所得や雇用の増大、地域活力の向上を図るため、農林漁業成長

産業化ファンドを本格始動するとともに、農林漁業者と多様な業種の事業者

が連携して行う地産地消等の取組に必要な施設整備や新商品開発・販路開拓、

知的財産を活用した新しいビジネスモデルの構築等の取組を支援します。

＜背景／課題＞

・農山漁村の所得や雇用を増大し、地域活力の向上を図るため、地域の農林水産物や資

源を活用した地産地消、高付加価値化、６次産業化、農商工連携等の取組を推進する

ことが必要です。

・このため、農林漁業成長産業化ファンドによる出資、農林漁業者と食品事業者、流通

業者、観光業者等の多様な業種の事業者との連携、ネットワークの構築等を通じて、

このような取組の面的な拡大を図ります。

政策目標

６次産業の市場規模の拡大

（約１兆円(22年度) → ３兆円(27年度) → １０兆円(32年度)）

＜主な内容＞

１．農林漁業成長産業化ファンドの本格始動 ３５,０００百万円(財投資金)

（H24、25の総契約規模１,１００億円）

新たに設立される株式会社農林漁業成長産業化支援機構を通じて、農林水産物等の

特色を活かしつつ、１次産業から２次・３次産業を通じて消費者までのバリューチェ

ーンを築く事業活動に対し、資本の提供と経営支援を一体的に実施します。

出資 ２５,０００百万円（産投出資）

融資（劣後ローン） １０,０００百万円（産投貸付）

事業実施主体：(株)農林漁業成長産業化支援機構

２．６次産業化支援対策 ３，７４３（３，６３９）百万円

（１）６次産業化ネットワーク活動交付金 ２，１７２（－）百万円

地域における農林漁業者と食品事業者、流通業者、観光業者等の多様な事業者と

のネットワーク構築を通じた地産地消、６次産業化等の取組を推進するため、取組

を先導する人材の育成・派遣、ネットワークによるプロジェクトの調査・検討、プ

ロジェクトに必要な機械・施設整備や新商品開発・販路開拓等の取組を支援しま

す。

交付率：都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１／２、２／３、定額）

事業実施主体：都道府県、市町村、民間団体等

[平成25年度予算の概要]



[平成25年度予算の概要]

（２）６次産業化支援事業 １，４４３（３,６３９）百万円

６次産業化に取り組む農林漁業者等に対し、経営の発展段階に即した個別相談等

を実施するための体制整備を行うとともに、農林漁業者等による新商品開発や販路

開拓等の取組を支援します。また、六次産業化・地産地消法等により認定された農

林漁業者等が、当該事業計画を推進するために必要な農林水産物の加工・販売のた

めの機械・施設、生産機械・施設等の整備を支援します。

補助率：１／２、２／３、定額

事業実施主体：民間団体等

（３）知的財産の総合的活用の推進 １２８（－）百万円

知的財産を活用した地域活性化の新たなビジネスモデルの構築、知的財産の発掘

・保護・活用等による新事業創出、海外における我が国地名等の第三者による商標

登録の防止、農産物のＤＮＡ品種識別技術の実用化等の取組を支援します。

補助率：１／２、定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業 食料産業局総務課ファンド企画室

（０３－６７４４－１５１９（直））

２(1)、(2)の事業 食料産業局産業連携課 （０３－６７３８－６４７３（直））

２(3)の事業 食料産業局新事業創出課（０３－６７３８－６１６９（直））



26 農林水産物の輸出対策
【１,７５５（１，０５３）百万円】

対策のポイント
・ 独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）への補助等を通じて、輸
出に取り組む事業者等に対し川上から川下に至る総合的なビジネスサポート
を強化するほか、輸出拡大に必要な調査等を行います。
・ 国内外の市場を目指して、現場発の発想で国産農林水産物・食品とこれ
に関連する多様なモノ・サービスとを結びつけるなどし、地産地消の推進、
国産消費の拡大、輸出の促進等の取組を行うほか、「食」がテーマのミラノ
国際博覧会出展への取組を推進します。

＜背景／課題＞
・国内の食の市場が縮小する中、日本の雇用・所得を守るためには、2009年340兆円が
2020年に680兆円に拡大〔ATカーニー社試算〕するといわれている世界の食のマーケ
ットを目指した、日本産農林水産物・食品の輸出の拡大や、国内企業の海外展開が必
要です。

・輸出額を倍増させ１兆円水準を達成するためには、川上から川下に至る総合的なビジ
ネスサポート体制の下で、輸出に取り組む事業者の裾野を広げるとともに、多くの輸
出機会を創出していくことが重要です。

・主要輸出先国等におけるマーケティングとあわせて、東京電力福島第一原子力発電所
事故に伴い導入された諸外国における輸入規制について、科学的なデータ等に基づく
緩和・撤廃の働きかけが必要です。

・国内外の市場を目指して、国産農林水産物・食品の消費を拡大していくためには、様
々なモノ・サービスと結びつけるなど、現場の発想と多様な面からの関心を捉えつつ
進めていく必要があります。

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大
（4,511億円（平成23年）→１兆円水準（平成32年））

＜主な内容＞

１．輸出倍増プロジェクト １，１４８(１，０２３)百万円
輸出を飛躍的に拡大するため、事業者発掘から商談支援まで、JETROとの連携強化を通

じた、川上から川下に至る総合的なビジネスサポート体制を構築するとともに、輸出拡
大に必要な調査等を実施します。

委託費、補助率：定額

事業実施主体：JETRO、民間団体等

２．ミラノ国際博覧会政府出展への取組促進 ６０７(３０)百万円
「食」がテーマの2015ミラノ国際博覧会出展のため、日本館・展示物の設計・建築
（制作）、行催事・広報活動の計画策定等を実施します。

委託費

委託先：JETRO

［平成25年度予算の概要］



［平成25年度予算の概要］

（関連対策）

３．日本の食を広げるプロジェクト ３，９８４（－）百万円
食に対する多様な関心の高まりを活用して国産農林水産物の消費拡大を図るため、

国内外の市場を目指して、現場発の自由な発想で国産農林水産物・食品とこれに関
連する多様なモノ・サービスとを結びつけるなどし、地産地消、国産消費の拡大、
輸出の促進等の取組を行います。

委託費、補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１の事業 食料産業局輸出促進グループ （０３－３５０２－３４０８(直)）
２の事業 食料産業局食品小売サービス課外食産業室

(０３－６７４４－０４８１(直)）
３の事業 大臣官房政策課食ビジョン推進室 (０３－６７３８－６１２０(直))



27 日本の食を広げるプロジェクト

【３，９８４（－）百万円】

対策のポイント

国内外の市場を目指して、現場発の発想で国産農林水産物・食品とこれに

関連する多様なモノ・サービスとを結びつけつつ、地産地消、国産消費の拡

大、輸出の促進等を推進します。

＜背景／課題＞

消費面・食料自給率及び食料自給力の維持向上を実現するためには生産面の努力に加え、

です。でも大幅な変革が必要

多様な面からも日本の「食」への関心が・国内外では、教育、健康・福祉、観光や文化等

います。高まって

国内外の市場を目指して、国産農林水産物・食品の消費を拡大 現場・ していくためには、

の発想と多様な面からの関心を捉え、様々なモノ・サービスと結びつけつつ、進めてい

があります。く必要

政策目標

○食料自給率の向上に資するよう国産農林水産物の消費拡大を促

進

○農林水産物・食品の輸出額を拡大

（4,511億円（平成23年）→１兆円水準（平成32年 ））

＜主な内容＞

国産農林水産物の消費拡大を図る 国食に対する多様な関心の高まりを活用して ため、

内外の市場を目指し 現場発の自由な発想 国産農林水産物・食品とこれに関連するて、 で

多様なモノ・サービスとを結びつけ 地産地消、国産消費の拡大、日本食・食るなどし、

等に取り組みます。文化の発信による輸出の促進

委託費、補助率：定額、１／２

委託先、事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房政策課食ビジョン推進室(03-6738-6120(直))］

【平成25年度予算の概要】



日本の食を広げるプロジェクト H25新規 

○事業内容：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討、国内外での商談、海外見本
市への出展、人材育成、情報交換、普及ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ、
日本食の実践 等 

○具体取組例 
・料理人、日本食と食文化を組み合わせた海外展開拡
大に向けた取組 

・地域の事業者による生産・流通等がｾｯﾄになった海外
展開の取組 

・飲食、物販、旅行、文化も含めた｢食に関する場｣の海
外展開 

・海外展開のためのブランド確立に向けた取組 等 

１．趣旨 
 国内外の食に対する多様な関心の高まりを活用して国産農林水産物の消費拡大を図るため、国内外の市場を目指して、
現場発の自由な発想で国産農林水産物・食品とこれに関連する多様なモノ・サービスとを結びつけつつ、地産地消、国産
消費の拡大、日本食・食文化の発信による輸出の促進等を図り、もって食料自給率及び自給力の維持向上等に資する。 
（１）地産地消型：地産地消の取組により地域での消費拡大を推進 
（２）全国展開型：地域での地産地消等消費拡大の取組を全国的に展開 
（３）海外展開型：海外における国産農林水産物・食品の消費拡大の取組により輸出を促進 
 

２．予算規模   ４０億円   
 

３．事業採択 
 国産農林水産物の消費拡大を図る事業を事業毎に採択する。その際、以下の取組を優先して採択する。    
（①生産者、消費者等からの提案に基づくなど現場発の発想が踏まえられていること、②多様な事業体、モノやサービスと
結合していること。） 
 

４．事業実施主体  
 民間団体等（委託費、補助（定額、１／２）） 

（３）海外展開型 
○事業内容：メニューコンテスト等による商品
開発、販路開拓、人材育成、情報交換、購買促
進、現地検討会 等 

○具体取組例 
・地域における幅広い品目・ｻｰﾋﾞｽによる地産地
消の取組 

・ジビエ、伝統作物の普及促進 
・消費者の購買促進のための取組への支援 
・教育や観光との連携による地産地消の取組 
・病院･高齢者等への配食ｻｰﾋﾞｽにおける地産地
消の取組 等 

（１）地産地消型 

「地域」から「日本全国」、「世界」へ 

（２）全国展開型 

○事業内容：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ検討、国内での商
談、見本市への出展、人材育成、情報
交換、普及ｲﾍﾞﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ 等 

○具体取組例 
・地産地消の全国的なﾈｯﾄﾜｰｸ化の取組 
・幅広い品目について、生産者と消費者   
が連携した消費拡大のための全国的な
取組 

・消費者の発想に基づく米粉等の全国的
な普及・啓発の取組 等 



28 農林水産分野における地球環境対策推進手法開発事業
【４９（４１）百万円】

対策のポイント
・ 農林水産分野における温室効果ガス排出量の算定方法の改善を図ります。

・ 温室効果ガス排出削減量等表示の活用方法を確立し取組促進を図ります。

・ 農林水産分野における生物多様性保全効果の発揮、民間による支援活動

の拡大を推進します。

＜背景／課題＞

・気候変動枠組条約事務局に報告している温室効果ガス排出量の算定については、現在、

欧州基準のデフォルト値を使用しており、我が国の実態に適した算定方法へ改善を図

り、農林漁業者の削減努力が適正に反映されるようにする必要があります。

・温室効果ガス排出削減の取り組みの促進を図るために、農林漁業者が、排出削減の取

組や排出削減量算定に係る手間・コストに見合うメリットを感じられるような排出削

減量等の効果的な表示とその活用方法を確立する必要があります。

・生物多様性の保全に向けた取組の拡大が求められる中、農林漁業活動により保全され

た生物多様性を経済的に評価し、生物多様性保全に資する活動を民間が支援するため

の仕組みを構築することが必要です。

政策目標

○条約事務局に報告する日本の温室効果ガス排出量の算定係数の

改善（平成25年度、２項目）

○農林水産業に伴う活動により保全された生物多様性の経済的評

価に基づく、農家等を支援する新たな仕組みを構築

＜主な内容＞

１．農林水産業由来温室効果ガス排出量精緻化検討・調査

畜舎、農地等において、メタンや一酸化二窒素排出量の実測調査や知見の収集・

整理を行うことにより、より我が国の実態に即した農林水産業由来温室効果ガス排

出量の算定方法を検討します。 補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

２．地球温暖化対策実践活用促進事業［新規］

環境ラベル表示に係る実証等を通じ、農林漁業者の努力により達成した温室効果ガ

ス削減量等の効果的な表示・活用方法を検討し、マニュアルとして取りまとめます。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．生物多様性保全推進調査事業

農林水産分野における生物多様性の経済的評価や、生物多様性保全活動への企業

等による支援を促す仕組みについて実地検証を行い、実用性・普及性の高い支援の

仕組みを検討し、ガイドラインとして取りまとめます。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：大臣官房環境政策課（０３－６７４４－２０１７（直））］

［平成25年度予算の概要］



農林水産分野における地球環境対策推進手法開発事業 【４９（４１）百万円】

水田、農地等において温室効果ガス排出量の実測調査等を行
うことにより実態に即した排出係数等を調査・検討

実測や既存の知見
の整理による算定

方法の改善

算定方法検討農
業分科会による

検証

国際的に公表す
る日本の温室効
果ガス排出量の

精緻化

１．農林水産業由来温室効果ガス排出量精緻化検討・調査

○ 気候変動枠組条約に基づく温室効果ガス排出量の条約事務局への報告に
ついて、実態に即した算定方法に改善していく必要。

○ 温室効果ガス排出削減に資する取組を農林漁業者に広めるために、農林漁業者に
よる努力を消費者と共有することが必要。

○ 農林水産業の生物多様性保全機能の認識が進み、民間による支援活動の拡大
が必要。

→ 温室効果ガス排出量の算定方法の適正化
農林漁業者が達成した排出削減量の表示・活用方法の検討
農林水産業に伴う活動により保全された生物多様性の経済的評価に基づき、
農家等を民間企業等が支援する仕組みの構築

日本国温室効果
ガスインベントリ

報告書

環境ラベル表示に係る実証等を通じ、農林漁業者が達成し
た排出削減量等を効果的に表示・活用する方法を検討し、
マニュアルを作成

２．地球温暖化対策実践活用促進事業

農家の努力
により達成し
た排出削減
量の算定

マーケティングに係る実証

排出削減量
等に係る表
示・活用マ
ニュアルの

策定

環境ラベルの表示

企業、消費者との連携促進

排出削減の
取組促進

３．生物多様性保全推進調査

生物多様性の経済的評価や、
保全活動への企業等による
支援を促す仕組みについて
実地検証を行い、実用性・
普及性の高い支援の仕組み
を検討し、ガイドラインを
作成

農林水産分野における生物多様性活動を
民間が支援する仕組み（イメージ）

企業等
（ＣＳＲ活動等）

農家等

保全活動

支援

評価結果

定量的・経済的評価手法



29 ＯＤＡを通じた飢餓・貧困対策や地球的規模の課題への対応
【２，７７２(３，０６６）百万円】

対策のポイント
・国際協力を通じ、飢餓・貧困対策へ貢献するとともに、気候変動や越境性
感染症等地球的規模の課題に対応する取組を支援します。

＜背景／課題＞
・世界の栄養不足人口が約９億人である中、食料の生産拡大など農林水産業への支援を
通じた飢餓・貧困対策が重要です。

・また、気候変動や越境性感染症などによる農林水産業への悪影響等が懸念される中、
これらの地球的規模の課題に対応するための国際協力も必要です。

・平成23年６月に開催された「Ｇ20農業大臣会合」や平成24年５月に開催された「ＡＰ
ＥＣ第２回食料安全保障担当大臣会合」等においても、持続可能な農業生産の拡大や
多様な環境条件への配慮など世界の食料安全保障に係る合意が得られており、これら
に即した取組を進めます。

政策目標
○飢餓・貧困対策への貢献
○気候変動や越境性感染症等地球的規模の課題への適切な対応

＜主な内容＞

１．飢餓・貧困対策への貢献 ８９１（８７１）百万円

（１）2018年までにアフリカのコメ生産を倍増（1400万t→2800万t）すべく稲作の普及
やこれに必要な統計整備等に取り組む他、イモやマメの増産を支援します。

（２）Ｇ20農業大臣会合で採択された「食料価格乱高下及び農業に関する行動計画」に
基づく農業市場情報システム（ＡＭＩＳ）の実施に係る、途上国の取組を支援しま
す。

（３）農業インフラ海外展開支援について、ＯＤＡによる飢餓・貧困対策への貢献と、
これと連携した日本企業の海外展開に資するため、対象国における日本の農業技術
等に対するニーズ、パッケージ手法等を分析・検討します。

事業実施主体：ＦＡＯ（国際連合食糧農業機関）、ＷＦＰ（国連世界食糧計画）等

２．気候変動や越境性感染症等地球的規模の課題への適切な対応
１，８２８（２，１３５）百万円

（１）持続可能な農業農村開発及び森林経営のための支援等に取り組みます。
（２）アジア各国において口蹄疫等に係る防疫計画策定を支援するとともに、鳥インフ

ルエンザの早期通報体制整備等を行い、越境性感染症対策を推進します。
（３）途上国や地域漁業管理機関と協力し、マグロ等水産資源の持続的利用を推進しま

す。
（４）アジア地域での植物新品種の保護体制の構築、食品安全や動植物検疫関係の国際

基準の普及を推進するとともに、国際基準策定への参画を支援します。
（５）東アジアにおける大規模災害等の緊急時に備えるためのＡＳＥＡＮ＋３による緊

急米備蓄の体制確立への貢献及びその取組を支援します。

事業実施主体：ＯＩＥ（国際獣疫事務局）、ＡＳＥＡＮ事務局、民間団体等

[お問い合わせ先：大臣官房国際部国際協力課 (０３－３５０２－５９１３（直））]

［平成25年度予算の概要］



農林水産分野の国際協力の推進

注

○飢餓・貧困対策に貢献。

○気候変動や越境性感染症等の地球的規模の課題に対応。
ポイント

93億人

2010-2012年の
栄養不足人口

世界の人為起源の

温室効果ガスのうち、
農林業の占める割合

2050年の
人口

背景
９億人 ３１％

（FAOによる推計） （ＩＰＣＣ報告書）

・アフリカのコメ生産倍増のための稲作普及やこれに必要な

統計整備、また、イモ・マメの増産など、飢餓・貧困削減

に直結する直接的な生産拡大・生産性向上を支援。

・Ｇ20農業大臣会合で採択された「食料価格乱高下及び農業に関

する行動計画」に基づく農業市場情報システム（ＡＭＩＳ）の

実施に係る、途上国の取組を支援。

・農業インフラ海外展開支援について、ＯＤＡによる飢餓・貧困対策への貢
献と、これと連携した日本企業の海外展開を支援。

施策

（国連による推計）

Ⅰ．飢餓・貧困対策への貢献

Ⅱ．気候変動等地球的規模の課題への対応
・持続可能な農業農村開発及び森林経営への支援等を通じ

て気候変動対策に貢献。

・アジアと協力した口蹄疫や鳥インフルエンザ等越境性感

染症対策の推進。

・途上国や地域漁業管理機関と協力し、マグロ等水産資源

の持続的利用を推進。

・アジア諸国において食品安全や動植物検疫関係の国際基準の普及を後押し。

・東アジアにおける大規模災害等の緊急時に備えるためのＡＳＥＡＮ＋３による
緊急米備蓄体制の確立への貢献。



30 食品産業の強化 [新規]
【４８６（－）百万円】

対策のポイント

食品産業の海外展開や国内事業基盤の強化を図るとともに、農林漁業と食

品産業の連携によるバリューチェーン（価値連鎖）の形成や、災害時でも機

能するサプライチェーンの構築等食品産業の強化に向けた取組を支援します。

＜背景／課題＞

・農業・食料関連産業は、我が国最大の産業分野の１つ（国内生産額の11％、95.3兆円）

であり、その潜在的成長力を顕在化させ、市場規模の拡大を図ることが急務となって

います。

・このため、我が国経済の急速なグローバル化の流れに、食品産業が対応し、持続的に

発展していくため、急成長する新興国等の市場への海外展開を推進するとともに、国

際的に通用する品質管理体制の強化等の国内基盤の強化を図る必要があります。

・また、食品産業が、生産者と消費者との絆を強める架け橋として、１次産業で生み出

された価値を２・３次産業へつなぎ、消費者へ提供するといった、バリューチェーン

の形成に貢献することが求められています。

政策目標

食品関連産業の市場規模の拡大

（95.3兆円（2009年度） → 120兆円（2020年度））

＜主な内容＞

１．食品産業グローバル革新支援事業 ３７０（－）百万円

食品産業事業者が法律等の中小企業等支援スキームの活用等により海外展開を行う

取組や、食品産業事業者の国内での基盤強化のための取組を支援します。

（１）海外展開活動推進事業 ５３（－）百万円

成功事例等の必要な情報の収集・提供、人的資源の充実等体制強化のための研

修会開催や現地での課題解決に向けたネットワーク構築等について支援します。

（２）グローバル革新条件整備事業 ３１７（－）百万円

①食品の品質管理体制を強化するための取組（衛生管理・品質管理の基盤とな

る事項の整備・普及、食品製造業者のＨＡＣＣＰ導入の支援等）を推進するとと

もに、②国際標準化の推進（我が国の食品産業の実態に即した国際標準原案の作

成検討等）、③食品規格等の統一・調和を図るための調査・普及等を行います。

委託費、補助率：定額、１／２以内

委託先、事業実施主体：民間団体等

［平成25年度予算の概要］



［平成25年度予算の概要］

２．食料品バリューチェーン構築支援事業 ６０（－）百万円

（１）バリューチェーン新展開構築事業 １５（－）百万円

バリューチェーンの新展開を図るため、優良事例を体系的に整理するとともに、

融資制度の活用を含む促進方策を検討し、その普及・啓発を行うことにより、バ

リューチェーン構築を促進する取組を支援します。

（２）流通過程情報伝達促進事業 １６（－）百万円

生鮮食料品流通における取引業務の効率化や、バリューチェーンの形成に必要

な商品情報の共有化が可能となる、流通ＢＭＳ（流通ビジネスメッセージ標準）

を導入するための関係者による検討、効果の検証を行います。

（３）加工食品製造・流通指針策定事業 ２９（－）百万円

新たな食品表示制度への円滑な移行を図るため、表示の実態調査や、特に対応

が遅れている健康食品等の表示のあり方を含めた食品の表示ガイドラインの検討

・普及、ＩＴ技術を活用した適正表示のためのシステム構築の検討を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

３．災害に強い食品サプライチェーン構築事業 ３４（－）百万円

近い将来、首都直下型地震及び南海トラフ地震の発生が懸念される地域（３箇所）

において、災害時でも機能するサプライチェーンの構築に向けた食品事業者等によ

る協定の締結及び同協定に基くバックアップ体制等の実証を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

４．卸売市場間ネットワーク形成推進事業 ２２（－）百万円

複数の卸売市場の関係業者が策定する「卸売市場連携計画」に基づき、ネットワ

ーク間で共同利用する卸売市場内外の物流施設において、低温保管倉庫や低温配送

施設等を新たにリース方式により導入する場合にリース料の一部を支援します。

補助率：１／２以内

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

1(1)、(2)のうち③の事業 ０３－○○○○－○○直））

食料産業局輸出促進グループ （０３－６７４４－１５０２（直））

食料産業局食品小売サービス課 （０３－３５０２－５７４１（直））

1(2)のうち①、②の事業 ０３－○○○○－○○直））

食料産業局企画課 （０３－３５９１－８６５４（直））

2(1)(3)、4の事業 ０３－○○○○－○○直））

食料産業局食品製造卸売課 （０３－３５０２－８２３７（直））

2(2)、3の事業 ０３－○○○○－○○直））

食料産業局食品小売サービス課 （０３－３５０２－７６５９（直））



31 産業化のための政策シーズの構築

【４５８(１，５２２）百万円】

対策のポイント

農林漁業の成長産業化に必要な政策シーズを構築するため、市場ニーズに

即した新商品の創出、人材育成、植物新品種の活用等を支援します。

＜背景／課題＞

・農林漁業の成長産業化を図るためには、地域の農林水産物や資源を活用した革新的な

新事業の創出、６次産業化、農商工連携等の取組の推進に必要な各種施策の共通基盤

となる政策シーズを構築することが必要です。

政策目標

農林漁業の成長産業化に必要な政策シーズ構築による６次産業

化の市場規模拡大への貢献

（約１兆円（22年度）→３兆円（27年度）→10兆円（32年度））

＜主な内容＞

１．緑と水の環境技術革命プロジェクト事業 ３６１（１，３８７）百万円

食料産業分野におけるイノベーションの創出を促進するため、農林漁業者と異業

種との連携による市場ニーズに即した新商品等の創出を支援するほか、機能性成分

を活用した商品化等、ＡＩ（アグリインフォマティクス）システムの実用化を支援

します。

補助率：定額、２／３、１／２、ほか委託費

事業実施主体：民間団体等

２．新事業創出人材育成事業 ３９（６３）百万円

農林水産業及び農山漁村に由来する資源の画期的な活用方法の創出等、農林水産

分野における新事業を創出するための人材育成プログラムを活用した人材育成を行

うとともに、同プログラムの全国の大学や企業等への普及を支援します。

委託費

委託先：民間団体等

［平成25年度予算の概要］



［平成25年度予算の概要］

３．東アジアにおける植物品種の保護強化・活用促進事業 ４５（－）百万円

東アジア各国における品種保護制度の整備・充実を促進するための協力活動の推

進、植物新品種育成者が共同で行う海外での育成者権侵害への対応、品種登録の審

査に必要な審査基準案の作成及び登録品種の標本・ＤＮＡ保存等の取組を実施しま

す。

東アジア包括的植物品種保護戦略事業 ２６（－）百万円

東アジア包括的育成者権侵害対策強化事業 ９（－）百万円

種苗特性分類調査委託費 ４（－）百万円

登録品種の標本・ＤＮＡ保存等事業 ５（－）百万円

委託費

委託先：民間団体等

４．海外植物遺伝資源アクセス円滑化事業 １３（１６）百万円

種苗業者等が行う新品種育成に不可欠である、野菜や花き等の海外遺伝資源の収

集、特性評価及び保存等を実施するとともに、野菜や花き等の海外遺伝資源の収集

に係る「モデル契約」の検討により、海外遺伝資源へのアクセスの円滑化を支援し

ます。

委託費

委託先：民間団体等

[お問い合わせ先：食料産業局新事業創出課 （０３－６７３８－６１６９（直））]



32 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業[新規]
【４，５７６（－）百万円】

対策のポイント
農林水産・食品分野の成長産業化に必要な研究開発を、基礎から実用化ま

で継ぎ目なく推進します。

＜背景／課題＞

公的研・農林水産・食品分野の成長産業化を図るためには、産学の研究勢力を結集し、

究機関等の基礎的研究の成果を基に着実に生産現場等で実用化につながる技術的成果

することが重要です。を創出

・新たな市場開拓を見据え、実需者のニーズ等を踏まえた重点研究分野を設定するとと

もに、 します。優れた研究課題は、基礎から実用化まで継ぎ目なく支援

政策目標

実施課題の90%において、革新的な技術成果や実用化につながる

技術成果を創出（29年度）

＜主な内容＞

提案公募による研究開発１．

（１）シーズ創出ステージ

革新産学の研究機関の独創的な発想に基づき、将来、アグリビジネスに結びつく

を支援します。的な技術シーズを創出するための研究開発

（２）発展融合ステージ

創出された技術シーズを基に、異分野の産学の研究機関との融合や研究人材の交

流により、 を支援します。実用技術の開発に向けて発展させるための研究開発

（３）実用技術開発ステージ

現場の多様なニーズに対応した技術の実用国の重要施策や農林水産・食品分野の

を支援します。化に向けた研究開発

２．研究課題の進行管理や研究成果の普及等に関する調査分析

研究課題の審査、進行管理、評価から普及状況等の把握まで一貫した調査・分析を

行うとともに、研究開発の成果の普及等を推進します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

農林水産技術会議事務局研究推進課 （０３－３５０２－５５３０（直 ））

［平成25年度予算の概要］



農林水産・食品分野における産学連携による研究開発を基礎から実用化段階まで継ぎ目なく推進 

シーズ創出ステージ 

 産学の研究機関からの独創

的な発想から、将来、アグリビ
ジネスにつながる革新的なシー
ズを創出する研究開発を推進。 

       基礎段階                       応用段階                        実用化段階                                       

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（新規） 
～シームレス研究開発プログラム（Seamless Program for R＆D）～ 

移
行
委
員
会
で
審
査 

発展融合ステージ  

【産学機関結集型】 

 創出されたシーズを基に、産学の研究機関が結集し、実
用化に向けた発展的な研究を推進。 

【研究人材交流型】 

 創出されたシーズを基に、異業種の研究機関等が、農林
水産・食品分野の専門研究者の派遣を受けて、実用化に
向けた発展的な研究を推進。 

【研究成果実用型】 

 農林水産省が実施した基礎・応用研究
等の成果を活用した技術開発を推進。 

  

実用技術開発ステージ 

【現場ニーズ対応型】 

 実用化に向けた出口（研究成果）を明確
化した技術開発を推進。 

【重要施策対応型】 

 総合特区、地域イノベーション戦略地域
等に対応した技術開発を推進。また、緊
急対応を要する場合も対応。 

移
行
委
員
会
で
審
査 

新規公募も可 新規公募を実施 

 研究期間：原則3年以内 

 研究費： 

①Ａタイプ：5千万円以内／年 
②Ｂタイプ：1千万円以内／年 
 

フェーズⅠ 

  
研究期間：1年間 

研究費：Ａタイプ、Ｂタ
イプ共通5百万円以内
／年 

フェーズⅡ 

研究期間：原則2年以内 

研究費： 

①Ａタイプ：5千万円以内／年 
②Ｂタイプ：1千万円以内／年 

フェーズⅠ 

  
研究期間：1年間 

研究費：Ａタイプ、Ｂタ
イプ共通5百万円以内
／年 

フェーズⅡ 

研究期間：原則2年以内 

研究費： 

①Ａタイプ：5千万円以内／年 
②Ｂタイプ：1千万円以内／年 

 研究期間：原則3年以内 

 研究費：2千万円以内／年 

 研究期間：原則3年以内 
 研究費： ①Ａタイプ：3千万円以内／年     

                （研究連携協定を締結する場 

                  合は、5千万円以内／年） 

               ②Ｂタイプ：1千万円以内／年 

 研究期間：原則3年以内 

 研究費：①Ａタイプ：5千万円以内／年 

            ②Ｂタイプ：1千万円以内／年 
 

 【申請者の要件】 

○「発展融合ステージ」の「産学機関結集型」では、研究グループに「民間企業等」の参画が必須。また、「研究人材交流型」では人材交流が必須。 

○「実用技術開発ステージ」は、研究グループに「普及・実用化支援組織」の参画が必須。 

新規公募を実施 



33 ゲノム情報を活用した農畜産物の
次世代生産基盤技術の開発プロジェクト

【２，３２８（３８０）百万円】

対策のポイント
画期的な新品種の育成を可能とするため、ゲノム情報を活用した新しい育

種技術を開発するとともに、全国の育種機関で活用できる育種システムを構
築します。

＜背景／課題＞
・これまでの研究により、病気等に強い新品種の開発をゲノム情報を活用して飛躍的に

ＤＮＡマーカー選抜育種技術が開発されており、今後は、これらの成果を効率化する
です。育種現場で活用していくことが重要

・一方、これまで開発した育種技術では、収量性等の複雑な遺伝形質の改良は困難であ
収量性等を大幅に向上した画期的な新品種を短期間で開発するためには、ゲノムり、

があります。情報を活用した次世代の育種技術を早期に開発する必要
・ 食料・農業・農村基本計画」でも、農政の課題に技術面で的確に対応するため、新「

品種や革新的な生産技術の開発を推進することとされています。

政策目標
○新品種育成期間を大幅に短縮

（12年間（21～23年度の平均）→４年間（32年度 ））
○家畜の生産性向上及び衛生対策費の削減（１頭当たり生産コス
トを平成23年比で牛で約４％、豚で約５％削減（32年度 ））

＜主な内容＞
１．ゲノム育種技術の全国展開に向けた研究開発

ＤＮＡマーカー選抜育種技術を全国の育種機関で展開するため、水稲のほか、麦・
大豆・園芸作物のＤＮＡマーカー及びそのマーカーを有する育種素材の開発等を行う
とともに、全国の育種機関がこれらの素材を効率よく活用できる育種システムを構築
します。

２．ゲノム育種技術を高度化するための研究開発
これまでの育種技術では対応できない多数の遺伝子が関与する収量性などの重要形

質を改良するため、高度情報処理技術を活用した次世代の育種技術を開発します。
また、環境ストレス耐性等の新たな形質が付与された遺伝子組換え農作物の生物多

様性影響評価手法・管理技術を開発します。

３．遺伝資源を効果的・効率的に活用するための研究開発
遺伝資源をゲノム育種で有効活用するため、自然変異系統群や突然変異系統群から

有用遺伝子を効率的に発掘する技術等を開発します。

４．家畜の革新的な育種・繁殖・疾病予防技術の開発
、 、牛・豚のゲノム情報を活用して 飼料利用性等の重要形質に関するＤＮＡマーカー

超早期妊娠診断技術・長期不受胎牛判定技術、経口・経鼻など省力的に投与可能な慢
性疾病に対するワクチンを開発します。

補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
農林水産技術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎・基盤）

（０３－３５０２－７４３５（直 ））

［平成25年度予算の概要］



ゲノム情報を活用した農畜産物の次世代生産基盤技術の開発プロジェクト 

 農産物の競争力強化のためには、地域の特性に合わせて収量、品質などを飛躍的

に向上させた画期的な新品種を短期間で開発することが不可欠 

 しかし、従来の育種法による新品種の開発には多大な労力、期間が必要（イネの育種期間１２年程度） 

○イネの全塩基配列の解読が終了し、耐病性等に関与する有用遺伝子を解明、 

 さらに、小麦、大豆、野菜、果樹等についても全塩基配列の解読が終了あるいは解読中 

○有用遺伝子の目印（ＤＮＡマーカー）を用いた育種技術（DNAマーカー選抜育種）を開発 

 イネの育種期間は、５年程度に短縮されたが、収量性など多数の遺伝子が関与して 
いる形質の改変は困難、解明されている有用遺伝子の数は限定的  

これまでの成果 

新品種育成期間を大幅に短縮（平成32年度に現行の12年間から４年間に短縮） 

得られる成果 

技術・情報・知見の共有 

研究内容 

背景・ニーズ 

育
種
技
術
の 
高
度
化 

 画期的な新品種の開発を加速するためには、 

③遺伝資源から有用遺伝子を効率的に発掘する技術の開発 等 

②多数の遺伝子が関与する重要形質を改良する高度情報処理技術  
による次世代の育種技術の開発 等  

を行いながら、ゲノム情報を活用した育種技術（ゲノム育種）を全国展開していくこ 

とが不可欠 

●生産者等の多様な要望に即した新品種を開発するため 

 の多種多様な有用遺伝子の発掘・創出 

●収量性などの多数の遺伝子が関与する重要形質を改良 

 するための新しい育種技術の開発 

今後の課題 

①ＤＮＡマーカー選抜育種を全国展開していくため水稲のほか、麦・大豆・園
芸作物のＤＮＡマーカー開発、生産現場に適応した育種素材の開発・提供等
による全国育種システムの構築  

耐病性の遺伝子 収量性の遺伝子 

イネ染色体 

④家畜の革新的な育種・繁殖・疫病予防技術の開発 

イネ染色体上の遺伝子の位置 



34 水産業再生プロジェクト
【４４２(４３３）百万円】

対策のポイント
、 、沿岸漁場における生産の回復・安定化のため 赤潮等の早期発生予測技術

天然資源に依存しない養殖生産技術、沿岸資源の回復技術を開発します。

＜背景／課題＞

赤潮などの環境由・我が国の水産業の主要分野である沿岸漁業と養殖業においては、①

、② 、③長期的に減少傾向に来の漁業被害の低減 天然稚魚へ依存しない養殖業の確立

ある 、が再生の鍵となっています。沿岸漁業資源の回復

海洋環境、養殖、資源・生態等、水産分野の研究・これらの課題を解決するためには、

があります。勢力を集結した、包括的な技術開発に取り組む必要

政策目標

沿岸漁業資源の回復と養殖生産の安定化を実現し、水産基本計

画における漁業生産目標の達成に寄与

（409万トン（22年度）→449万トン（34年度 ））

＜主な内容＞

１．海洋微生物解析による沿岸漁業被害の予測・抑制技術の開発

赤潮等の発生と海洋微生物相の関係を解明し、これらの微生物相の解析による漁

業被害の発生予測、抑制技術を開発します。

２．天然資源に依存しない持続的な養殖生産技術の開発

天然稚魚に依存しているウナギ、クロマグロ、ブリ類について、親魚の成熟・産

卵を制御し人工稚魚を安定的に供給する技術、稚魚の生残率を向上させるとともに

人工飼料などにより低コストで大量飼育する技術を開発します。

３．生態系ネットワーク修復による持続的な沿岸漁業生産技術の開発

減少を続けている主要な沿岸資源（アサリ、アワビ、カレイ類等）について、先

端的な生物追跡技術を活用し、幼生から成体に至る一生の生息環境（生態系ネット

ワーク）を解明し、その修復による自律的な資源回復技術を開発します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

（ ）（ （ ））農林水産技術会議事務局研究開発官 環境 ０３－６７４４－２２１６ 直

［平成25年度予算の概要］



沿岸漁業資源の回復と養殖生産の安定化を実現し、水産基本計画における漁業生産目標の達成に寄与
（H22年度の409万トンをH34年度までに449万トン（H17年度水準）に回復させる） 

アウトカム目標 

１．赤潮発生を3日程度早く予測し、赤潮被害額を50％以上低減する技術を開発（H27年度） 

２．低コストで高品質な養殖用人工稚魚を安定的に大量生産する技術を開発（H28年度） 

３．減少を続ける沿岸漁業資源の生産量を増加に導く技術を開発（H29年度） 

到達目標 

水産業再生プロジェクト 
○我が国の沿岸漁業と養殖業は水産業の主要分野。 
○沿岸漁業と養殖業では、①赤潮など環境由来の漁業被害、 
 ②養殖業の天然稚魚への依存、  ③天然資源の長期的な減少、 
 の解決が再生の鍵。 
○これらの課題を解決するため、海洋環境、養殖、資源・生態等、 
 水産分野における研究勢力を集結した包括的な技術開発が必要。 

背 景 

研究内容 

【海洋環境】 海洋微生物解析による沿岸漁業被害の予測･抑制技術の開発 

○網羅的なDNA解析により 
 赤潮等の発生と海洋微生 
 物群の関係を解明 

○特定微生物を簡易検出 
 できるＤＮＡチップを搭載 
 したモニタリングシステム 
 を開発 

【養殖】 天然資源に依存しない持続的な養殖生産技術の開発 

○低コスト・ 
 大量生産 
 技術の開発 

○高品質な 
 養殖用原魚 
 の供給技術 

 開発 

○成熟産卵の 
 コントロール 
 技術開発 

クロマグロ稚魚 
10万尾供給 

ブリ稚魚の供給
を３ヶ月早期化 シラスウナギ1万尾生産  

【資源・生態】 生態系ネットワーク修復による持続的な沿岸漁業生産技術の開発 
○ネットワーク分断箇所の特定・修復による 
    自律的な資 
    源回復技 
    術の開発  

○ネットワークの実証と 
  モデル化 

○優良な生息場所の 
    環境構造解明 

自然状態でも資源が 
維持される干潟 先端技術による生物追跡 

生
息
環
境
の
修
復 

生
息
場
の
最
適
配
置 

漁業
全体 

沿岸＋養殖 
（全体比） 

H22生産量
（万トン） 

５３２ 
２４０ 

（４５%） 

H18生産額
（兆円） 

１．６ 
１．０  

（６２%） 

H20経営体
数（千団体） 

１２２ 
１１３ 

（９３%） 



35 農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト
【９２４（８４８）百万円】

対策のポイント

農林水産物が有する機能性成分の有効性や効果的な摂取条件等を科学的に

明らかにするとともに、生産現場で簡易に評価できる技術等を開発します。

＜背景／課題＞

・今後、少子高齢化の一層の進行が見込まれる中、国内の農業・食料関連産業の市場規

農林水産物の機能性成分が有する疾病予防機能など模の維持・拡大を図るためには、

を活用し、新たな需要を開拓していくことが重要 。となっています

農林水産物が有する機能性成分の有効性やそれらを含む農林水産物の・このためには、

とともに、機能性成分の含個人に適した効果的な摂取条件等を科学的に明らかにする

生産現場で簡易に評価できる技術開発等が必要です。有量が一定ではない農産物を

政策目標

機能性農林水産物等を核とした新たな需要を創出

（平成34年度までに6,000億円規模）

＜主な内容＞

１．農林水産物の機能性の解析評価技術の開発

ヒトレベルでの生体調節機能の解析農林水産物に含まれる機能性成分について、

等 科学的エビデンスを獲得 個人に適した摂取条件を特定により、 します。さらに、

及び を実施します。する手法の開発 普及するためのモデル体制の構築等

２．医薬品作物、医療用素材等の開発

、 にスギ花粉症治療薬となるコメ カイコや動物由来の原料を用いた医療用素材等

ついてヒトや動物での安全性・有効性の評価試験等を実施します。

３．国産農産物の潜在的品質の評価技術の開発

農産物とその加工品の 、従多様な品質（機能性、食味、加工特性など）について

各種情報を、光学的手法等によって一括で取来では複数の分析法によって得ていた

し、生産現場で迅速に推測する します。得 新しい農産物評価法を開発

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１の事業 農林水産技術会議事務局研究統括官（食料戦略、除染）

（０３－３５０２－２５４９（直 ））
２、３の事業 農林水産技術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎・基盤）

（０３－３５０２－７４３０（直 ））

［平成25年度予算の概要］



これまでの成果 

 タマネギ（ケルセチン）  
•生活習慣病予防・軽減 
•認知症改善  
 茶（エピガロカテキン、ストリクチニン類）  
•抗糖尿病・抗肥満作用 
•抗酸化作用 
 

広く国民に農林水産物のもつ機能性を理解し、利用してもらうためには、 
機能性成分の一般的な有効性だけでなく、個人の年齢・性別・健康状況等に応じ

た摂取条件の提示 
生産現場で農林水産物のもつ機能性等の品質を簡易に評価する技術 
が不可欠 

現状の課題 

研究内容 

機能性農林水産物等を核とした6,000億円規模の新たな需要を創出 

農林水産物のもつ機能性 
成分の有効性に関する 
科学的エビデンスの獲得 

簡易的に品質評価 

機能性成分の実用研究 機能性等の品質評価技術の開発 

一体的な
データ提供 

  統計的に十分な規模（1,000人規模） 
     の疫学調査の実施 
疫学調査結果に基づく、年齢・性別・

健康状況等に応じた摂取条件の解明 

個人毎の摂取条件の特定 

光学的手法等により成分情報全体を 
  把握する技術の開発 
成分情報から品質を推定する技術の 
    開発 

医師・管理栄養士が個人に合わせた適切な摂取条件を提示することが可能に 

広く国民に普及し、健康の維持増進を食生活を通じて実現 

 農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト 
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